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・ 特に断りがない場合、令和２（２０２０）年度末時点のデータに基づき作成して

います。ただし、インフラの一部のデータは長寿命化等計画策定時のデータに基

づき作成しています。 

・ 維持管理経費は、市全体の額は工事請負費を含む額で記載しています。施設毎の

額は経常的に支出している額で施設間比較を行いたいため、工事請負費を含まな

い額で記載しています。ただし、実コスト額はいずれも工事請負費を含む額で記

載しています。 

・ 端数処理により、表中に記載の個別値と合計値が一致しない場合があります。 



 
 

市長あいさつ 

 

本市は、市民生活の基盤となるインフラや、様々な行政サービスの拠点など、多く

の公共施設を有しています。 

 

これらの公共施設は、整備から３０年以上が経過したものが多く、今後は更新や大

規模改修に多額の費用を要することが想定されます。 

また、少子高齢化の進展に伴い、施設需要の質的・量的変化も見込まれることから、

長期的な視点や自治体規模に基づいた、公共施設のあり方の検討が求められていま

す。 

 

これらの課題に対応するため、健全財政を維持しながら、公共施設を総合的かつ計

画的に管理していくための基本的な方針となる、「敦賀市公共施設等総合管理計画」

を平成２９年１月に策定し、公共施設の適正化に取り組んできたところです。今般、

計画策定から５年が経過したことから、これまでの取組状況や社会情勢の変化等を

踏まえ、改定を行うことといたしました。 

 

本改定では、基本理念である「次世代の市民のために、いま取り組む公共施設マネ

ジメント」と、３つの取組方針である「長寿命化と予防保全（品質管理）」、「公共施

設の総量縮減（総量管理）」、「更新財源の確保（コスト管理）」は維持しながら、マネ

ジメント体制を一元化し、更に強化することを掲げました。 

また、個別施設の方向性を市民の皆様と共有するため、今後の１０年間の取組をア

クションプランとして掲載しています。 

 

本計画を指針として、公共施設を将来世代まで安全安心に利用いただけるよう、適

切な維持管理及び更新に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては、

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 
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はじめに 

１ 改定の趣旨・計画の位置づけ 

・ 全国の自治体において、人口増加にあわせて整備してきた公共施設等（公共施設及

びインフラ）が一斉に更新時期を迎えつつあり、これらの老朽化への対策が急務と

なっています。 

・ しかし、大半の自治体において人口減少や少子高齢化などに伴う中長期的な財政難

が想定されており、老朽化した公共施設等の将来更新費が不足することが懸念され

ています。 

・ これらの背景を踏まえ、総務省は全国の自治体に公共施設等の管理の基本的な方針

となる「公共施設等総合管理計画」を平成２８（２０１６）年度中に策定すること

を求め、本市においても平成２９（２０１７）年１月に策定し、以降同計画に基づ

き公共施設マネジメントに取り組んできたところです。 

・ 今回、策定から５年が経過することや、公共施設等総合管理計画に基づく各個別施

設の方向性を定める「個別施設計画」を令和２（２０２０）年度に策定したこと等

を踏まえ、５年間の状況の変化等を反映した改定を行うこととしました。 

・ 本改定計画は、第７次敦賀市総合計画や中期財政計画等の関連計画に位置付けられ

るものであり、人口減少や人口構造の変化、財政状況、施設の老朽化といった課題

を整理し、将来を見据えた公共施設等全体のあり方を検討し、今後目指すべき方針

を定めることを目的としています。 

 
図表１ 公共施設等総合管理計画と関連計画の位置づけ 
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第 7 次敦賀市総合計画（R3.7 月） 

敦賀市中期財政計画（毎年 2 月） 
本計画の対象範囲 

【国の施策体系】 

税財源等の縮小・施設投資の増加 

【本市の施策体系】 

総人口減少・少子高齢化の進行 

敦賀市行財政改革プラン（R3 年度） 

人口減少に対応した行財政の見直し 

敦賀市立地適正化計画（H31.3 月） 

公共施設の適正配置 
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２ 計画期間 

・ 公共施設の寿命は３０年から５０年の長期にわたるものであり、その更新について

も数十年先を見据えて検討していく必要があることから、平成２８（２０１６）年

度の策定時には、計画期間を平成２９（２０１７）年度から令和３８（２０５６）

年度までの４０年間としました。 

・ 今回の改定においてもこの計画期間を引継ぎ、令和３８（２０５６）年度までの計

画とします。 

・ なお、社会経済環境の変化や実施状況、財政状況等を踏まえ、５年間を目安に適宜

見直しを行います。 

 

３ 計画の対象となる公共施設等 

・ 本計画の対象となる公共施設等は、本市が保有する公有財産のうち無形資産等を除

く、公共施設１２類型、インフラ７類型とします。 

 

図表２ 本計画の対象となる公共施設等について 

公共施設 インフラ 

・行政系施設       
・市民文化系施設 
・産業系施設 
・医療施設・市民病院 

・学校教育系施設 
・社会教育系施設 
・保健・福祉施設 
・供給処理施設 

・子育て支援施設 
・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施
設 
・公営住宅 
・その他施設 

・道路 
・上水道 
・公園 
・河川 

・橋梁 
・上水道 
・漁港 
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第１章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

１ 人口 

・ 本市の人口は、平成２３（２０１１）年の６９，１７０人をピークに減少に転じ、

令和２（２０２０）年では６４，２６４人となっています。 

・ 年少人口（０－１４歳）、生産年齢人口（１５－６４歳）が減少する一方、高齢人口

（６５歳以上）は増加しています。 

・ 令和２２（２０４０）年頃を境に高齢人口も減少に転じる見込みですが、減少の割

合は生産年齢人口、年少人口、高齢人口の順に大きくなり、施設需要の減少と変

化、現役世代の社会保障負担の増大が想定されます。 

 

 

図表１－１ 人口数の推移 

 

※ 実績値は各年１０月１日の国勢調査、推計値は第７次敦賀市総合計画「人口の将来展望」の数値によ

る 
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２ 財政 

（１）歳入の実績と見通し 

・ 近年歳入総額は減少傾向にありましたが、平成２９（２０１７）年度から増加

に転じ、令和２（２０２０）年度は４６３．５億円で、前年度よりも１２４．

３億円増加しました。 

・ 角鹿小中学校や新庁舎建設、北陸新幹線整備等による地方債や国庫支出金の増

に加え、ふるさと納税の伸びによる寄付金の増が主な要因です。 

・ 依存財源が５０％を超える一方で、自主財源である市税は１３２．０億円と前年

度から２．４億円減少し、今後は１２０億円台を見込んでいます。 

 

 

図表１－２ 歳入総額及び内訳の推移と見通し 

 
 
※ 実績値は各年度の普通会計の決算統計、推計値は令和３年２月及び令和４年２月公表の敦賀市中期財

政計画（一般会計分）の見通しによる 
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（２）歳出の実績と見通し 

・ 歳出総額も減少傾向にありましたが、歳入総額と同じく平成２９（２０１７）

年度から増加に転じ、令和２（２０２０）は４４６．３億円で、前年度よりも

１２５．８億円増加しました。 

・ これは、角鹿小中学校整備や新庁舎建設の本格着工、北陸新幹線関連工事によ

る普通建設事業費の増が主な要因です。 

・ 義務的経費比率は減少していますが、義務的経費自体は増加しています。 

 

 

図表１－３ 歳出総額及び内訳の推移と見通し 

 
 
※ 実績値は各年度の普通会計の決算統計、推計値は令和３年２月及び令和４年２月公表の敦賀市中期財

政計画（一般会計分）の見通しによる 
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３ 公共施設の現況と将来の見通し 

（１）保有状況 

・ １８０施設、５５３棟、４０６，９０３㎡の公共施設を有しています。 

図表１－４ 公共施設の保有量 

 

 
  

施設類型 施設数 建物数 延床面積 構成比
行政系施設 6 25 14,658 3.6%
学校教育系施設 22 120 100,605 24.7%
子育て支援施設 41 58 18,517 4.6%
市民文化系施設 16 22 35,170 8.6%
社会教育系施設 9 16 7,620 1.9%
スポーツ・レクリエーション系施設 30 75 52,455 12.9%
産業系施設 2 2 2,835 0.7%
保健福祉施設 4 10 9,122 2.2%
公営住宅 11 149 92,929 22.8%
医療施設・市民病院 6 13 37,592 9.2%
供給処理施設 4 15 8,783 2.2%
その他 29 48 26,617 6.5%

総計 180 553 406,903 －
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（２）年度別整備状況 

・ 公共施設４０６，９０３㎡のうち、２５９，１９０㎡が整備後３０年以上を経過し

ており、これは公共施設の６３．７％に当たります。 

・ これらの施設は長寿命化のための大規模改修を行っていない施設も多く、今後１０

年から２０年程度で大規模改修又は建替を行うことが想定され、厳しい財政事情の

中で対応が迫られることになります。 

・ また、２６，０７３㎡が整備後５０年以上を経過しており、これは公共施設の６．

４％に当たります。 

 

 

図表１－５ 年度別の整備状況 
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社会教育系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 産業系施設 保健福祉施設

公営住宅 医療施設・市民病院 供給処理施設 その他

整備後30年以上経過

259,190㎡（63.7％）

整備後50年以上経過

26,073㎡（6.4％）
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（３）老朽化の度合い 

・ 新地方公会計制度の開始に伴い整備した固定資産台帳の情報から老朽化率を算出

したところ、学校教育系施設（７８％）、公営住宅（７３％）、子育て支援施設（６

７％）の順に老朽化が進んでいました。 

 

 

図表１－６ 施設類型別の老朽化率 

 
※ 令和元（２０１９）年度末時点の固定資産台帳から算出 

 

（参考 老朽化率） 

老朽化率 ＝ 減価償却累計額／取得価額で算出。 

金額情報から算出される比率で、大規模改修や設備更新にかかった費用等も反映されるため、

経過年数だけでは分からない実際の施設状態を表す指標として活用できる。 

 

例 ２０年前に１００万円の施設建設・減価償却累計額４０万円の場合 

老朽化率 ＝ ４０万円／１００万円 ＝ ４０％ 

  この施設で直近年度に２０万円の改修を行った場合 

老朽化率 ＝ ４０万円／（１００万円＋２０万円） ≒ ３３％  
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（４）県内他市との比較 

ア 保有量 

・ 市民一人当たりの延床面積は、県内９市平均４．５㎡／人に対し本市は６．０㎡

／人で、多くの施設を保有しています。 

 

図表１－７ 県内９市との公共施設の延床面積の比較 

 

 
※ 令和元（２０１９）年度の公共施設状況調経年比較表（総務省）と令和２（２０２０）年国勢調査に

よる比較 
※ 調査対象の違いにより、前ページまでの４０．７万㎡とは一致しない 
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イ 用途別の保有量 

・ 用途別の市民一人当たりの延床面積を比較すると、公営住宅、体育館、集会施設

で多くの施設を保有しています。 

 

図表１－８ 県内９市との同一機能の延床面積の比較 

 
 

 
※ 令和元（２０１９）年度の公共施設状況調経年比較表（総務省）と令和２（２０２０）年国勢調査に

よる比較 
※ 統計の記載要領により重複して計上されている施設もある 
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ウ 老朽化率 

・ 新地方公会計制度に伴い整備された各市の貸借対照表から建物資産の老朽化率を算

出したところ、県内平均６１％に対し本市は６０％で、ほぼ平均的な状態でした。 

・ いずれの市も５０％を超えており、老朽化が進む公共施設対策は全市共通の課題で

あることが分かります。 

 

 

図表１－９ 県内９市との建物資産の老朽化率の比較 

 
 
※ 令和元年度決算における一般会計等貸借対照表による比較 
※ 現在価値は事業用資産の建物額－建物減価償却累計額で、老朽化率は建物減価償却累計額／建物額で

算出 
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（５）利用者数 

・ 令和２（２０２０）年度の公共施設利用者数は１，５８２，１１４人でした。 

・ 近年利用者数は減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めの休館措置等の影響から、令和２（２０２０）年度の利用者数は前年度から大き

く減少しました。 

図表１－１０ 施設類型別の利用者数 

 

※ 不特定多数が利用する施設のみ 

 

図表１－１１ 利用者数 多い２０施設・少ない２０施設 

 

施設類型 2018年度 2019年度 2020年度
行政系施設 147,841 118,458 88,671
子育て支援施設 233,052 201,518 79,047
市民文化系施設 416,642 429,866 164,419
社会教育系施設 220,699 221,050 152,575
スポーツ・レクリエーション系施設 1,250,533 1,211,041 664,316
保健福祉施設 75,462 68,847 37,569
医療施設・市民病院 267,749 262,359 238,183
その他 101,288 175,001 157,334

総計 2,713,266 2,688,140 1,582,114

多い20施設 3年度平均 少ない20施設 3年度平均

敦賀駅交流施設 501,865 国民健康保険疋田診療所杉箸出張所 20

市立敦賀病院 253,180 国民健康保険疋田診療所葉原出張所 37

図書館 174,244 文化振興課分室 253

敦賀市庁舎及び附属建物 118,071 国民健康保険東浦診療所 259

敦賀きらめき温泉リラ・ポート 97,856 愛発プール 294

敦賀市農産物直売所 92,819 病児・病後児保育施設 320

児童文化センター 83,690 花城プール 449

きらめきみなと館 79,639 国民健康保険疋田診療所 499

敦賀市駅前立体駐車場 62,334 三島会館 1,142

プラザ萬象 58,487 森林総合利用施設 1,266

敦賀市福祉総合センター 55,867 敦賀市男女共同参画センター 1,441

赤レンガ倉庫 53,581 松原児童館 1,773

粟野公民館 46,655 休日急患センター 2,102

敦賀市総合運動公園ローラー滑り台等 45,310 市営野球場 2,329

敦賀市総合運動公園体育館 42,098 敦賀市黒河農村ふれあい会館 2,611

敦賀市総合運動公園プール 38,814 東浦公民館 2,791

アクアトム（キッズパークつるが） 37,560 東浦体育館 2,914

中郷体育館 34,577 健康センター 3,617

市立体育館 30,386 敦賀市総合運動公園弓道場 4,045

中池見人と自然のふれあいの里 29,445 敦賀児童館 5,118
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（６）維持管理経費 

・ 公共施設にかかる令和元（２０１９）年度と令和２（２０２０）年度の維持管理経

費は、平均５３．４億円／年でした。 

・ 人件費などの「運営にかかるコスト」が平均２３．０億円（４３．１％）で、燃料

光熱水費や委託料などの「維持にかかるコスト」が平均３０．４億円（５６．９％）

でした。 

・ 費目別では、人件費１７．７億円（３３．２％）、委託料１３．５億円（２５．３％）、

工事請負費７．３億円（１３．６％）の順に多くなっています。 

 

図表１－１２ 公共施設にかかる維持管理経費（億円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人件費は、維持管理に関わる職員数に、各年度の職員平均給与単価を乗じて算出した 
※ 市立敦賀病院の維持管理費は含んでいない  

人件費

17.7

33.2%

その他運営費

5.3

9.9%
燃料光熱水費

4.1

7.7%

修繕費

3.4
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委託料

13.5

25.3%

使用料・賃借料

1.4

2.7%

工事請負費

7.3

13.6%
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0.6

1.2% 運営にかかるコスト 

人件費、報酬、報償費、旅費、消耗

品費、食糧費、印刷製本費、賄材料

費、医薬材料費、原材料費、備品購

入費、負担金補助及び交付金 

 

維持にかかるコスト 

燃料費、光熱水費、施設修繕料、電

信電話料、手数料、一般保険料、火

災保険料、委託料、使用料・賃借料、

工事請負費 
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図表１－１３ 各年度の維持管理経費の状況 

 

 

※ 各年度の維持管理経費は、それぞれの年度の調査結果を引用しているため、施設の増減等により図表

１－１２と一致しない数値がある 
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（７）実コスト額（財政負担額） 

ア 財源内訳 

・ 維持管理経費平均５３．４億円／年の財源は、補助金等収入が平均１１．４億円（２

１．３％）、使用料等収入が平均５．４億円（１０．１％）、その他収入が平均２．

８億円（５．３％）でした。 

・ これら収入を差し引いた平均３３．８億円（６３．３％）は、市の一般財源から支

出しており、本市の財政で負担している額（実コスト額）と言えます。 

 

 

図表１－１４ 維持管理経費の財源内訳 

 

※ 維持管理経費は、人件費や消耗品費等の運営にかかるコストと、光熱水費や委託料等の維持にかかる

コストを含む 

 

33.8億

63.3%

11.4億

21.3%

5.4億
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R01・
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イ 利用者一人当たり実コスト額の大きい施設 

・ 不特定多数が利用する施設について利用者一人当たりの実コスト額を算出したとこ

ろ、利用者数が少ない施設が上位施設となりました。 

・ 診療所やプールは施設の性格上実コスト額が高くなる施設ですが、利用者数を増や

す取組みを行ったうえでも市民ニーズの低下している施設においては、統廃合等を

検討する必要があります。 

 

図表１－１５ 利用者一人当たり実コスト額の大きい２０施設 

 

 
※ 不特定多数の市民が利用する施設のみ  

  

施設名称
利用者１人当たり
実コスト額(千円)

国民健康保険疋田診療所葉原出張所 40.8
病児・病後児保育施設 40.6
国民健康保険疋田診療所杉箸出張所 28.8
国民健康保険東浦診療所 18.4
愛発プール 18.2
国民健康保険疋田診療所 15.7
花城プール 12.4
文化振興課分室 12.2
健康センター 10.4
敦賀市総合運動公園陸上競技場 9.5
きらめきスタジアム 9.3
休日急患センター 9.2
森林総合利用施設 7.4
人道の港敦賀ムゼウム 5.6
三島会館 5.2
東浦公民館 5.0
少年自然の家 4.7
敦賀市男女共同参画センター 4.6
敦賀斎苑 3.6
みなとつるが山車会館 3.3
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（８）主な指標の５年間の推移 

・ 平成２９（２０１７）年１月に策定した本計画では、「長寿命化と予防保全」「公共

施設の総量縮減」「更新財源の確保」を取組方針に掲げ、以降この方針に基づき公共

施設マネジメントを行ってきました。 

・ この３つの取組方針に関する主な指標の、策定後の５年間の推移は次のとおりです。 

 

ア 長寿命化と予防保全に関する指標 

・ 年度ごとに改修部位を定めた具体的な長寿命化計画を有する施設は、学校施設等に

おいて計画が策定されたことにより、面積割合で３４．９％から６０．６％に増加

しました。 

・ １９８１年６月から適用された新耐震基準を満たしていない又は満たしていること

を確認できない建物は、除却が進んだことにより、面積割合で１３．２％から１１．

１％に減少しました。 

・ 未耐震建物は残りますが、長寿命化と予防保全に関する指標はおおむね計画の方針

通り推移しています。 

 

図表１－１６ 長寿命化と予防保全に関する指標 

 

※ 長寿命化計画策定施設は、個別施設計画で現状維持、改修又は長寿命化とした施設における具体的な

改修計画を有する施設の割合 

 

イ 公共施設の総量縮減に関する指標 

・ 公共施設の延床面積は、４０３，１７６㎡から４０６，９０３㎡になり、３，７２

７㎡増加しました。 

・ 総量縮減に関する指標は、計画の方針とは異なる推移となりました。 

  

図表１－１７ 公共施設の総量縮減に関する指標 

 

  

取組方針 指標 策定時（H27末） 改訂時（R2末）

⾧寿命化計画策定施設
（具体的な改修計画策定）

34.9%
（市営住宅・総合運動公園）

→ 60.6%
（学校施設・衛生処理場　追加）

未耐震建物 13.2% → 11.1%
（男女共同参画センター除却　等）

⾧寿命化

取組方針 指標 策定時（H27末） 改訂時（R2末）

総量縮減 延床面積 403,176㎡ → 406,903㎡
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・ 面積増加の要因を分析するため、前計画策定時に保有していた施設について比較す

ると、既存施設は４０２，１４０㎡から３９０，３９２㎡に減少しました。 

・ これは、敦賀市民福祉会館の除却（平成２９（２０１７）年度）、敦賀市男女共同参

画センターの機能移転による旧センターの除却（平成３０（２０１８）年度）、小規

模住宅の除却等を行ったことによるものです。 

・ また、用途廃止施設は１，０３６㎡から３，６４５㎡に増加しました。これは、老

朽化の進んだ角鹿団地１号棟や金ケ崎団地等を廃止したためです。 

・ このように建物の除却や用途廃止といった統廃合を進めてきましたが、一方で、病

児・病後児保育施設（平成３０（２０１８）年度）や駅前立体駐車場（令和元（２

０１９）年度）など、子育てニーズの充足や北陸新幹線敦賀開業に対応するための

新規機能施設の新築が必要であったことから、総面積では増加となりました。 

 

図表１－１８ 前計画と本計画の延床面積比較 

 

  

402,140
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350,000

400,000
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図表１－１９ 施設類型ごとの面積増減率 

 

 

 

ウ 更新財産の確保に関する指標 

・ 将来の更新に備えた基金残高は、最終処分場や新清掃センターの整備に備え積み立

てたことにより、２３．２億円から４１．１億円になりましたが、これらの施設の

整備後には現在の額よりも減少する見込みです。 

・ 更新財源の確保に関する指標は、短期的には計画の方針に沿ったものですが、中長

期的には異なる推移となるおそれがあり、基金の確保以外の財源確保の取り組みも

必要になります。 

 

図表１－２０ 更新財源の確保に関する指標 

 

 

 

  

施設類型（大分類） 増減率 主な要因

その他 181% 駅前立体駐車場の新築、用途廃止施設の増

行政系施設 107% 市庁舎立体駐車場の新築

子育て支援施設 105% 病児・病後児保育施設の新築、児童クラブの新増築

社会教育系施設 102%

医療施設・市民病院 100%

産業系施設 100%

供給処理施設 100%

学校教育系施設 100%

スポーツ・レクリエーション系施設 99%

公営住宅 97% 金ケ崎団地・角鹿団地１号棟の用途廃止、小規模住宅の除却

市民文化系施設 90% 男女共同参画センターの機能移転による除却

保健福祉施設 80% 敦賀市民福祉会館の除却

取組方針 指標 策定時（H27末） 改訂時（R2末）

財源確保 基金残高 23.2億円
（公共施設整備基金・維持補修基金）

→ 41.1億円
（公共施設等総合管理基金）
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（９）更新等に係る中長期的な費用の見込み 

 ① 公共施設投資額の推移 

・ 過去１０年間に公共施設の整備に充ててきた公共施設投資額は、１５．２億円から

６５．８億円で推移しており、過去１０年間の公共施設投資額は、平均２８．８億

円／年となっています。 

 

図表１－２１ 過去１０年間の公共施設に係る投資額の推移 
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② 公共施設の将来更新費 

・ 公共施設を現在と同規模の面積及び耐用年数で建替えた場合の、令和４３（２０６

１）年度までの４０年間の公共施設の将来更新費は、平均４３．６億円／年と予測

されます。これは、過去１０年間の公共施設投資額の平均２８．８億円／年と比較

すると、平均１４．８億円／年の差が生じることを意味しています。 

・ このことから、公共施設については現在の同規模の面積を今後も保有していくのは

困難な状況であり、施設の長寿命化や保有量の縮減による、将来更新費の圧縮を図

ることが必要であることが分かります。 

 

図表１－２２ 公共施設の将来更新費と過去１０年間の投資額の比較 

 

※ 「建築物のライフサイクルコスト」（一般財団法人建築保全センター）及び図表１－２３の建設単価

の実績による試算 
※ 令和４（２０２２）年２月公表の中期財政計画の施設に係る投資額については同額を計上 
※ すでに耐用年数を迎えている施設は、積み残し分として、令和４（２０２２）年度に建替え・解体を

実施するものとして試算 
※ 個別施設計画で除却を決定とした施設については計上していない 
※ 建替え年度についてはシミュレーション上の仮定であり、時期や規模を確定したものではない 
※ 本計画の残期間は令和３８（２０５６）年度までの３５年間だが、前計画と同様の試算期間を確保す

るため、令和４３（２０６１）年度までの４０年間の試算とした 
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図表１－２３ 施設類型ごとの建替え単価表 

 

 
※ 上表の単価に解体費として、０．７万円／㎡（木造・その他）、１．５万円／㎡（鉄骨造・コンクリ

ートブロック造）、１．８万円／㎡（鉄筋コンクリート造）を加算して建替え解体費として試算した 
※ デフレーターとして、一般財団法人経済調査会の「都市別建設資材価格指数（建築）」の指数を採用

した 
 
 
 
 
 

  

施設大分類 採用構造 建築単価（万円/㎡） 備考

行政系施設 RC 40.3 敦賀市防災センター本館、庁舎立体駐車場、新庁舎の建築単価を採用

学校教育系施設 RC・S 29.7 小学校（中央、中郷、敦賀西）の普通教室棟、特別教室棟、角鹿小中学校の建築単価を採用

子育て支援施設 RC・S・W 34.2
保育園（黒河、中郷西、東浦、東郷、沓見）、児童クラブ（咸新、第２咸新）、敦賀児童館保育室、中央児童クラブ、松原児童クラブ、第
2粟野南児童クラブ、病児・病後児保育施設の建築単価を採用

市民文化系施設 RC・S 39.1

社会教育系施設 RC・S 39.1

スポーツ・レクリエーション系施設 RC・S・W 43.0
きらめき温泉リラ・ポート、敦賀駅交流施設、人道の港敦賀ムゼウム、総合運動公園プール管理棟、中池見人と自然のふれあいの里、きらめきス
タジアム、グラウンド・ゴルフ場、粟野駅交流施設、中郷体育館、の建築単価を採用

産業系施設 S 24.7 敦賀港コンテナ上屋の建築単価を採用

保健福祉施設 RC・S 44.7 健康管理センター、敦賀市総合福祉センターの建築単価を採用

公営住宅 RC 24.9 公営住宅（三楽園、新津内、和久野）住宅棟の建築単価を採用

医療施設・市民病院 RC 25.5 休日急患センター、市立敦賀病院北診療棟の建築単価を採用

供給処理施設 RC 136.5 衛生処理場管理棟、赤崎最終処分場処理棟の建築単価を採用

その他 - 33.6 供給処理施設を除く全類型の平均単価を採用

東郷コミュニティセンター、公民館本館（中郷、粟野、東浦）、敦賀市黒河農村ふれあい会館、きらめきみなと館、生涯学習センター、粟野公
民館図書コーナー、博物館収蔵庫、みなとつるが山車会館、松原公民館、愛発舟川の里の建築単価を採用
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４ インフラ施設の現況と将来の見通し 

（１）保有状況 

ア 道路 

・ 市道を４３６，２６６ｍ、２，７５１，５５０㎡、自動車歩行者道２，４１４ｍ、

７，３３３㎡、農道を１１３，１５２ｍ、林道を７０，１８５ｍ保有しています。

また、道路附属物としてトンネル、道路標識、道路照明灯を保有しています。 

 

図表１－２４ 道路の保有状況 

 

 

イ 橋梁 

・ ３０２本、橋長２，９６４ｍ、面積２０，９９１㎡の橋梁を保有しています。 

 

図表１－２５ 橋梁の保有状況 

 

 

 

ウ 上水道 
・ 本市の上水道事業では、１５箇所の浄水場、３４の配水池を有し、管路の延長は５

８９，７２３ｍです。 

・ 管路、浄水場、建物等の水道施設は、昭和５０（１９７５）年以前に建設された施

設が全体の約４０％を占めており、今後老朽化したこれらの施設の更新ピークを迎

えることとなります。  

道路種別 実延⾧（ｍ） 道路面積（㎡） 種別 箇所数 延⾧（ｍ）

市道 436,266 2,751,550 トンネル 4 2,205

　（うち１級） 50,464 556,893 道路標識 113 -

　（うち２級） 28,752 197,466 道路照明灯 355 -

　（うちその他） 357,050 1,997,191

自転車歩行車道 2,414 7,333

農道 113,152 -

林道 70,185 -

主体構造 橋梁数（本） 橋⾧（m） 面積（㎡）
RC橋 203 942 6,554
PC橋 80 1,719 13,004
石橋 1 3 3
鋼橋 17 286 1,388
木橋 1 14 42

合計 302 2,964 20,991
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図表１－２６ 上水道の保有状況 

 

 

 

エ 下水道 

・ 本市の下水道事業では、公共下水道、漁業集落排水、農業集落排水を有しています。 

・ 管きょの総延長は３９５，６１２ｍとなっており、公共下水道が３５４，９１５ｍ

と全体の８９．７％を占めています。 

 

図表１－２７ 下水道の保有状況 

 

  

水源 深層地下水、浅層地下水、表流水、伏流水、湧水

施設数 浄水場設置数 15箇所 管路延⾧ 589,723m

配水池設置数 34池

施設能力 65,704㎥/日 施設利用率 43.84%

処理区域

終末処理場設置数 1箇所

雨水ポンプ場設置数 1箇所

汚水中継ポンプ場設置数 18箇所

処理施設能力 施設利用率 69.14%

処理区域

処理場設置数 3箇所

汚水中継ポンプ場設置数 6箇所

処理施設能力 施設利用率 29.10%

※各数値は３つの処理区の合計値

処理区域

処理場設置数 6箇所

汚水中継ポンプ場設置数 34箇所

処理施設能力 施設利用率 53.80%

※各数値は６つの処理区の合計値

1,264.0㎥/日（日最大）

施設数 管路延⾧ 2,887m

271.5㎥/日（日平均）

農業集落排水（⾧谷、山、疋田、東浦南部、樫曲、東浦北部）

施設数 管路延⾧ 37,810m

漁業集落排水（白木、浦底、立石）

公共下水道

施設数 管路延⾧ 354,915m

37,575㎥/日（日最大）
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（２）更新等に係る中長期的な費用の見込み 

ア 道路 

・ 保有する市道及び自転車歩行車道について、１５年間で舗装更新（打換え）を行っ

た場合の経費見込みは、４０年間で総額３４５．４億円、平均８．６億円／年とな

ります。 

 

図表１－２８ 道路の将来更新費 

 
※ 公共施設等更新費用試算ソフト（（一財）地域総合整備財団）により算出 

更新単価市道４，７００円／㎡、自転車歩行者道２，７００円／㎡ 

 

 

イ 橋梁 

・ 障害が発生してから修繕を行う事後保全型の維持管理を行った場合、５０年間で約

５１．０億円の費用が必要となります。 

・ 一方、予防保全型の維持管理を行い、かつ年間の予算を現状の約０．３億円から早

期に０．９億円に引き上げた場合、５０年間の費用は約４３．１億円となり、橋梁

の状態を健全に保ちながら７．９億円（１５．５％）のコスト縮減が可能となる見

込みです。 
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図表１－２９ 橋梁の将来更新費 

 
※ 橋梁長寿命化修繕計画（平成３０（２０１８）年度） 

 

ウ 上水道 

・ 取得してきた資産に対して、法定耐用年数を経過した時点で更新した場合の更新需

要は、１００年間で１，４７３億円と試算され、その内訳は管路が１，０１４億円、

施設が４５９億円となります。 

・ 近年の１年当たりの事業費が約４億円であることを考慮すると、法定耐用年数で更

新する場合、事業費が大幅に不足します。 

 

図表１－３０ 上水道の将来更新費（法定耐用年数で更新する場合） 
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・ 施設及び管路を延命化した場合の更新需要費は、１００年間で８３０億円と試算さ

れ、その内訳は管路が５１９億円、施設が３１１億円となります。法定耐用年数で

更新する場合よりも更新需要を約４４％圧縮することが可能となりますが、依然と

して事業費は不足する見込みです。 

 

図表１－３１ 上水道の将来更新費（施設延命化した場合） 

 
※ 敦賀市水道事業経営戦略（令和元（２０１９）年度）を基に作成 

 

 

 

 

エ 下水道 

・ 取得してきた公共下水道資産に対して、法定耐用年数を経過した時点で更新した場

合の更新需要は、１００年間で１，３７６億円と試算され、その内訳は管路が４２

２億円、処理場・ポンプ場が９５４億円となります。 
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図表１－３２ 下水道の将来更新費（法定耐用年数で更新する場合） 

 
・ ストックマネジメント計画に基づき、状態監視保全や時間計画保全を導入し延命化

を行った場合の更新需要費は、１００年間で７０９億円と試算され、その内訳は管

路が２１１億円、処理場・ポンプ場が４９８億円となります。法定耐用年数で更新

する場合よりも更新需要を約４８％圧縮することが可能となります 

 

図表１－３３ 下水道の将来更新費（施設延命化した場合） 

 
※ 敦賀市下水道ストックマネジメント計画（令和２（２０２０）年度）を基に作成 
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オ インフラ施設全体 

・ 今後４０年間の将来更新費は、長寿命化等の取り組みを行った場合、総額約１，０

０５億円、平均２５．１億円／年と予測されます。 

・ 年代別にみると、道路橋梁は４０年を通じて一定の費用が見込まれ、上水道は令和

２１（２０３９）年頃から、下水道は令和３７（２０５５）年頃から費用が増加す

る見込みです。全体では、令和２０（２０３８）年頃までは長寿命化による将来更

新費の平準化が見られますが、それ以降は長寿命化後の更新を迎える資産が増加す

ることにより、将来更新費も年々増加していく見込みです。 

・ 長寿命化による将来更新費の圧縮効果は、上水道で平均６．４億円／年、下水道で

平均６．６億円／年と非常に大きいことから、更新需要が増加するまでの今後２０

年の間に、長寿命化に向けた取り組みを着実に進めていくことが必要です。 

 

図表１－３４ インフラ施設の将来更新費 

 

 
※ 令和４（２０２２）年度を起点とした４０年間の各インフラの将来更新費の合計により作成 
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する方針 

１ 現状と課題に関する認識 

・ 第１章で整理した本市の分野別の現状と見通しから、本市の「人口」「財政」「施設」

において想定される今後の課題は以下のとおりです。 

 

人口動態の現状と見通し 

・ 年少人口、生産年齢人口が減少する一方、高齢人口は増加しています。 

・ 令和２２（２０４０）年頃を境に高齢人口も減少に転じる見込みですが、減少の割

合は生産年齢人口、年少人口、高齢人口の順に大きくなり、施設需要の減少と変化、

現役世代の社会保障負担の増大が想定されます。 

 

財政の現状と見通し 

・ 歳入は、依存財源が増加しています。 

・ 歳出は、扶助費や公債費等の義務的経費が増加傾向にあり、持続可能な財政運営の

ためには経常経費等の削減が求められます。 

 

公共施設等の現状と見通し 

・ 公共施設は、市民一人当たりの保有量が県内他市よりも多く、６３．７％の施設は

整備後３０年以上が経過し老朽化が進んでいます。 

・ インフラは、今後修繕や改修にかかる費用の増加が見込まれ、長寿命化に向けた取

組を着実に進めていくことが必要です。 

 

・ 公共施設等の適正管理のためには、これらの課題を単体ではなく相互に関連するも

のとしてとらえ、総合的な課題解決に向けた取組を整理していくことが必要です。 

 

図表２－１ 総合的な課題解決に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少による需要の変化を踏まえた 
施設総面積の適正化の検討 

将来の市民負担につなげないための 
コスト圧縮の検討 

将来更新費の確保と 
更新費平準化の検討 

総量縮減（更新費用の圧縮） 

【課題解決に向けた取組】 【総合的な課題】 
⾧寿命化（更新時期の延⾧） 

財源確保（更新費用の確保） 
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２ 公共施設マネジメントの推進に向けた考え方 

（１）基本理念 

・ 本市は県内他市と比較して多くの公共施設を有しており、既存のインフラを適切に

維持しながら、現在と同規模の公共施設を保有することは非常に困難です。 

・ 現世代のニーズを満たすため現在と同規模の公共施設等を今後も保有することは、

将来的な本市の財政を悪化させる恐れがあり、子どもや孫たちといった将来世代に

対して負担を強いることになりかねません。 

・ 本市では、この考え方を踏まえ、次世代の敦賀市民に安全安心な公共施設を引き継

ぐことができるよう、以下の基本理念のもと、公共施設マネジメントに取り組んで

いきます。 

 

（２）取組方針 

・ 基本理念の実現のため、本市では、公共施設マネジメントの取り組みとして以下の

３つの方針に基づく取組を実施していきます。 
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３ 取組方針に基づく分野ごとの方向性 

（１）長寿命化と予防保全（品質管理） 

 

ア 点検・診断等の方向性 

 ① 点検診断等の実施 

・ 専門事業者による法定点検などに加え、施設管理職員による建築部位、設備の目視

点検を定期的に実施します。各施設で同じ点検を実施することで、統一基準による

施設状態の把握を行います。 

・ インフラについては、日々の点検やパトロールに加え、国の指針やマニュアル等に

基づく５年に１度の道路ストック点検や劣化診断、管路などの実態把握等を実施し

ます。 

 ② 情報の蓄積と活用 

・ 点検診断結果を蓄積し、劣化状況に応じた優先的な修繕予算措置の検討や、予防保

全計画の策定などに活用します。 

 

イ 維持管理・修繕・更新等の方向性 

・ 修繕や設備更新が適切に行われないと、故障が発生した際に休館となったり、予定

していなかった多額の修繕費が発生することが想定されることから、不具合が顕在

化してから対応する手法（対処療法型）から、劣化箇所の有無や兆候を早期に把握

し対応する手法（予防保全型）への移行を図ってきたところです。 

・ ２０２０（令和２）年度には学校施設の長寿命化計画を策定し、すでに策定してい

た公営住宅等と合わせて、市の公共施設の約６１％で計画的な改修計画が策定され

ました。今後は、これら改修計画を着実に実施するとともに、他施設においても改

修計画策定を進めます。 

 

ウ 長寿命化の方向性 

 ① 目標耐用年数 

・ 公共施設の建替えや布設替などには、多くの将来更新費が必要となることから、目

標耐用年数を定め、既存の公共施設をなるべく長期間利用していくことを目指しま

す。ただし、老朽化が進み長寿命化の効果が期待できない場合は、利用状況等を踏

まえたうえで建替え等も検討します。 

・ 公共施設については、予防保全型維持管理の手法を取り入れることで、できる限り

長期間使用していくことを目指します。 

・ インフラについては、策定済みの個別計画（長寿命化計画、各種ビジョンなど）に

おける、類型ごとの目標耐用年数まで使用していくことを目指します。 
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 ② ライフサイクルコストの適正化 

・ 公共施設等は、初期整備費のみならず、整備後の維持管理、修繕、運営に多くの費

用がかかります。 

・ 本市では、点検診断結果の蓄積、診断結果に基づく予防保全型維持管理、予防保全

に基づく長寿命化の実施、という一連のサイクルに基づき、公共施設等にかかる一

生涯の費用（ライフサイクルコスト）を適正化することでコスト圧縮を図っていき

ます。 

 

エ 安全及び使いやすさの確保の方向性 

 ① 耐震性の確保 

・ 本市では、市庁舎の建替え等、これまでも公共施設の耐震化の取組を推進してきま

したが、一部残る耐震性が確保されていない施設については、優先して建替えや統

廃合などを検討します。また、学校施設においては非構造部材の耐震化を継続して

進めます。 

・ なお、ライフサイクルコストの縮減効果が見込まれる場合には、耐震改修と合わせ

て長寿命化に向けた大規模改修や、効果的な工法、素材などの採用に努めます。 

 

 ② ユニバーサルデザインの推進 

・ 施設の整備や改修の際はユニバーサルデザインを取り入れ、障がいの有無、年齢、

性別等に関わらず、全ての人が使いやすい施設とすることを目指します。 
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（２）公共施設の総量縮減（総量管理） 

 

ア 新規整備と複合化・集約化等の方向性 

 ① 面積を抑えながら使いやすさに配慮した施設整備 

・ 施設の建設や建替えにあたっては、その時点の利用状況だけでなく、今後の需要予

測やほかのサービスの取込（複合化）も検討のうえで利用に適した規模を決定しま

す。 

・ また、公共施設に求められるサービスは、今後も変化することが想定されます。将

来的に変化するサービス需要にも対応できるよう、用途変更（転用）が容易な構造

や可変性の高い間取りの採用を検討します。 

 

② 複合化等による機能（サービス）の充実と統廃合の実施 

・ 公共施設では、スポーツ、教育、子育て支援といった多種多様な公共サービスが提

供されています。公共施設の運営は建物（ハード）のみで成り立つのではなく、各

種公共サービスである施設ごとの機能（ソフト）が加わって、初めて公共施設とし

ての役割を果たします。つまり、大切なのは建物ではなく、そこで提供されるサー

ビスそのものにあります。 

・ 公共施設の総量縮減にあたっては、１つの施設で異なる機能を提供すること（複合

化）や、機能を他の施設に移すこと（機能移転）、同じ機能を有する施設を１つにま

とめていくこと（集約化）を基本としながら、求められる要求水準等を踏まえて機

能の充実を図ります。 

 

イ 廃止・除却の方向性 

・ 稼働率が低い施設や利用者が限られる施設、一定の利用者はいるものの他自治体と

比較して多く有している施設については、譲渡や規模の縮小、廃止を検討します。 

・ 用途を廃止した施設は、他の用途での転用を検討しますが、５年間程度検討しても

利活用が見込めない場合は原則除却します。令和３年度時点で未活用施設は今後５

年間（令和８年度まで）で方針を決定します。 

・ また、補助金や交付金などで整備した施設は、処分制限期間などに留意しつつ、今

後の利用が見込めない場合などは、国や県と協議のうえで廃止や転用などを検討し

ます。 
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（３）更新財源の確保（コスト管理） 

 

ア 民間資本活用・自治体連携の方向性 

 ① 民間のノウハウや資本の活用 

・ 市有施設の包括管理委託や施設の民営化による運営の効率化、ＰＰＰ／ＰＦＩによ

る施設整備費の確保などの手法の導入について、各施設の性格に適した民間活用を

検討します。 

・ 指定管理者制度の導入施設については、指定管理者制度運用ガイドラインに基づき

モニタリングや業務評価等も行いながら、その効果が最大限発揮されるようにしま

す。 

 

 ② 近隣自治体との連携 

・ 人口減少が進む中、近隣自治体との公共施設の共同整備、運用は整備コスト圧縮及

び行政サービスの維持において有効な手法です。施設整備検討の際には近隣自治体

の意向を確認しながら、双方にメリットが見いだせる場合には、連携した施設整備、

運用を検討します。 

 

イ 平準化や基金の方向性 

・ 今後の将来更新費の見込みで明らかにした通り、投資が集中してしまう年度が発生

することから、単年度の投資額の平準化に努めます。また、将来の設備更新や長寿

命化のための支出に備えるため、可能な場合は公共施設等総合管理基金への積み立

てを行います。 

 

ウ 資産の有効活用の方向性 

・ 公共施設は、多くの人が集まる集客施設という性格も持っています。この集客力を

活かすため、本市でも施設内に民間事業者の広告を設置し対価として広告料を得る

「広告事業」や、自動販売機設置スペースの入札等を行ってきました。今後も先進

自治体の事例を参考に、資産を活用した収入増を図ります。 

・ 施設の統廃合により生じる土地については積極的に売払いを行い、公共施設の将来

更新費の財源とします。 
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＜財政状況からみる将来更新費の圧縮目標＞ 

約１４.８億円/年 
＜今後４０年間の将来更新費＞ 

平均４３.６億円/年 
＜過去１０年間の投資額＞ 

平均２８.８億円/年 

４ 将来更新費圧縮の手法と効果（数値目標） 

・ 公共施設を対象に、前項で掲げた取組方針について「いつまでに」「どの程度」取り

組むのか、を具体化するための数値目標を検討します。ここでは、数値目標の考え

方として、取組方針に基づく「長寿命化と予防保全」「公共施設の総量縮減」「更新

財源の確保」という３つの手法を実施した場合に想定される効果について整理しま

す。 

・ なお、道路や橋梁などのインフラは、市民生活に欠かせないライフラインとして機

能している資産であり、公共施設のような統廃合や複合化などの手法の適用も限定

的であるため、本計画の目標設定の対象外とし、別途類型ごとに策定する個別計画

に基づく効率化に取り組みます。 

 

（１）将来更新費の要圧縮額 

・ 現在と同規模の施設面積を保有した場合、今後４０年間の建替え・改修等の将来更

新費は平均４３．６億円／年となることが見込まれ、過去１０年間の投資額平均２

８．８億円／年と比較すると１４．８億円／年の差額が生じます。 

・ 公共施設の適正管理のためには、過去投資額を維持した場合でも、将来更新費を１

年当たり１４．８億円圧縮する必要があります。 

 

 

 

 

 
 

 

・ １年当たり１４．８億円の将来更新費圧縮のために、３つの取組方針である「長寿

命化と予防保全」、「公共施設の総量縮減」、「更新財源の確保」がどの程度必要かを

次ページ以降で試算します。 

・ なお、２１ページと試算と同じく、前計画と同様の試算期間を確保するため、本計

画期間（令和３８（２０５６）年度まで）に関わらず令和４３（２０６１）年度ま

での４０年間の試算としています。 
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＜差額＞ 

９.３億円/年 

＜今後４０年間の更新費＞ 

平均３８.１億円/年 
＜過去１０年間の投資額＞ 

平均２８.８億円/年 

 
【手法①】公共施設をできる限り長期間利用（長寿命化） 

・ 取組方針①に基づき、こまめな修繕や改修（予防保全型維持管理）によって施設の

性能を維持向上させ、公共施設をこれまでよりも長期間利用（耐用年数の１.４倍）

した場合、令和４３（２０６１）年度までに５.５億円／年の将来更新費の圧縮効果

が得られます。 

・ ただし、９．３億円／年が残り、差額の解消には至りません。また、２１～４０年

後の将来更新費が増えるため、将来世代の負担増加をまねくおそれがあります。 
 

 

図表２－２ 長寿命化による将来更新費の圧縮効果 

 

※ 未耐震の建物は、法定耐用年数で建替えた後に長寿命化を実施するものとして試算 
※ 長寿命化のため、「建築物のライフサイクルコスト」（一般財団法人建築保全センター）に基づき修

繕費及び改修費を４０年間総額で２５３億円から４３３億円に増額して試算 
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過去１０年の投資額

２８．８億円／年

今後４０年間の将来更新費

３８．１億円／年

積み残し分の解消

松陵中学校、児童

文化センター等

総合運動公園陸上競技

場、野球場等

総合運動公園体育館、

プラザ萬象、市立敦賀病

院本館診療棟等

将来更新費が大きい年度を平準化 21～40年後の将来更新費が増加

＜長寿命化の将来更新費圧縮効果＞ 

平均５.５億円/年 
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＜差額＞ 

２.６億円/年 

＜今後４０年間の更新費＞ 

平均３１.４億円/年 
＜過去１０年間の投資額＞ 

平均２８.８億円/年 

 
【手法②】公共施設の延床面積を縮減（総量縮減） 

・ 長寿命化に加えて、取組方針②に基づき、将来の人口減少による施設需要の縮小を

見据えて、建替え時に複合化や集約化、減築などの統廃合により計画期間内に約２

０％の公共施設延床面積の縮減を図る場合、令和４３（２０６１）年度までに６．

７億円／年の将来更新費の圧縮効果が得られます。 

・ しかし、依然として２．６億円／年が残り、差額の解消には至りません。 

 

図表２－３ 長寿命化＋総量縮減による将来更新費の圧縮効果 
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2061

修繕費 改修費 建替え費・解体費 ⾧寿命化の圧縮効果 総量縮減の圧縮効果

今後４０年間の将来更新費

３１．４億円／年

過去１０年の投資額

２８．８億円／年

総合運動公園体育館、

プラザ萬象、市立敦賀病

院本館診療棟等

将来更新費が大きい年度を平準化 21～40年後の将来更新費を圧縮

＜総量縮減の将来更新費圧縮効果＞ 

平均６.７億円/年 
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将来更新費の差額解消 

＜今後４０年間の更新費＞ 

平均３１.４億円/年 
＜過去１０年間の投資額＞ 

平均２８.８億円/年 
＜維持管理経費の圧縮額＞ 

平均２.６億円/年 

 

【手法③】維持管理経費の圧縮とさらなる取組による財源確保 

・ 最後に、総量縮減によって計画期間内に延床面積を約２０％縮減した場合に得られ

る維持管理経費の圧縮額を試算すると、平均２．６億円／年となります。 

・ これは、将来更新費と過去投資額の差額と同額であり、維持管理経費の圧縮額を特

定財源として将来更新費に充てることで、差額の解消に至ります。 

 

・ 加えて、施設除却後の市有地の売却等による歳入額や、民間活用（包括管理委託や

ＰＰＰ／ＰＦＩの導入）等による歳出額の減少分を、今後新たに必要となる施設の

整備費などの財源としていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 延床面積の縮減に伴い圧縮される１年当たり維持管理経費は、１３ページ図表１－１２に示した維持

管理経費のうち維持にかかるコスト３０．４億円から工事請負費２３．１億円を除いた２３．１億円

を対象とした 

 

  

さらなる財源確保を 
新規整備分などに充当 
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（２）数値目標の達成に向けた取組の全体像 

・ ここまで、課題解決に向けた取組方針①から③に基づく、長寿命化や総量縮減等を

実施した場合の将来更新費の圧縮効果を整理してきました。 

・ 耐用年数×１．４の利用、公共施設の約２０％縮減、維持管理経費圧縮分の将来更

新費への充当の３つの取組を実施した場合、将来更新費と過去１０年間の投資額の

差額１４．８億円／年を解消できることが想定されます。 

・ 加えて、除却施設後の市有地の売却等により、更なる財源確保を新規整備分などに

充当することを目指します。 

・ なお、この数値目標は、第７次敦賀市総合計画や中期財政計画の改定、国の地方財

政計画、社会経済情勢などの外部要因の変化に合わせて、必要に応じ見直していく

ものとします。 
 

 

 

 

図表２－４ 数値目標の達成に向けた取組の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

【数値目標】 

手法② 【総量縮減】 
面積 20％縮減 

将来更新費 
31.４億円／年 2.６億円／年 の差額 

手法③ 
【財源確保】 
面積縮減による 
維持コスト減 

将来更新費 
28.8 億円／年 差額の解消 

【40 年間（2022～61）の将来更新費】 43.６億円／年 

【過去 10 年の投資額】   28.8 億円／年 

手法① 【⾧寿命化】 
耐用年数×1.4 

将来更新費 
38.1 億円／年 

9.３億円／年 の差額 

14.８億円／年 の差額解消 
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５ 取組方針の実施体制 

・ 前項で示した将来更新費と過去投資額の差額の解消のためには、３つの取組方針を

全庁的に、着実に推進していくことが重要となります。 

・ 前計画の策定後５年間も３つの取組を進めており、改善した指標もありますが、公

共施設の総量については、統廃合も行った一方で新規機能を有する施設整備を行う

必要があったことから、増加する結果となりました。 

・ 必要な整備を行いながらゆるやかに総量縮減を達成するためには、施設の複合化や

機能移転といった方向性を部局横断的に検討していく必要があります。 

・ また、予防保全の推進のためには、専門技師が全施設の長寿命化計画を一元的に立

案することや、あらかじめ全施設の劣化状況等を把握し優先順位付けのもと予算措

置を行うことが求められます。 

・ そこで、今後の公共施設マネジメントにおいては、施設に関する企画立案段階にお

いて、これまで以上に一元的なマネジメントを取り入れながら、各取組方針を推進

していくこととします。 

 

図表２－５ 一元的マネジメントのイメージと取組 
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第３章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 

１ 公共施設の管理に関する基本方針 

・ 本章では、公共施設の施設類型（用途）ごとに、（１）施設一覧、（２）コスト状況、

（３）利用状況、（４）現状と課題及び管理に関する基本的な方針 について整理し

ています。 

・ 施設一覧の各項目の説明は以下のとおりです。 

 

機能 施設で提供する機能を表しています 

施設名称 施設の名前です 

地区 施設がある地区です 

運営形態 直営か、委託か、指定管理者制度による運営かを表しています 

延床面積 施設の延床面積です。一つの建物で複数の機能を有する施設は、異

なる機能分の面積を除いています 

経過年 建築から令和２（２０２０）年度末時点の経過年です。複数の建物

を有する施設は、最も延床面積の大きい建物の建築からの年数とし

ています 

老朽化率 令和元年度決算固定資産台帳の減価償却累計額／取得価額で算出し

ています。複数の建物を有する施設は、全建物の減価償却累計額／

全建物の取得価額で算出しています 

取得価額には、大規模改修費等も含んでいます 

１㎡当たりコスト 令和元・２年度の維持管理経費の平均／延床面積で算出しています

（工事請負費除く） 

１日当たり利用者数 

１人当たり延床面積 

１日当たり処理実績 

平成３０～令和２年度の１日当たり平均利用者数です。 

在籍者がおり不特定多数が利用しない学校等の施設は在籍者１人当

たり延床面積、供給処理施設は１日当たり処理実績（ｔ）で表して

います 

１人当たり実コスト額 維持管理経費から歳入額を差し引いた額／利用者数（又は在籍者数）

で算出しています（工事請負費含む） 
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（１）行政系施設 

① 施設一覧 

・ 行政系施設は、６施設、１４，６５８㎡（市全体の３．６％）を有しています。 

図表３－１ 施設の基本情報 

 

 

② コスト状況 

・ 行政系施設にかかる維持管理経費は、総額１．２億円で、庁舎等が０．９億円、防

災施設が０．２億円、その他行政施設が０．１億円を占めています。 

・ １㎡当たりでは、庁舎等が７．９千円／㎡、防災施設が１０．７千円／㎡、その他

行政施設が３．９千円／㎡となっています。 

 

図表３－２ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 

  

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

庁舎等 敦賀市庁舎及び附属建物 西地区 直営 10,890 46 71% 7.9 484 0.7

防災施設 敦賀市防災センター 西地区 直営 2,213 13 23% 10.7 - -

文化振興課分室 西地区 直営 626 不明 － 4.9 3 12.2

防災備蓄倉庫 - 直営 578 21 56% 0.2 - -

水防倉庫 - 直営 222 10 46% 0.0 - -

原子力防護施設 - 直営 129 4 11% 22.1 - -

その他行
政施設

0.9 

0.2 

0.03 0.001 0.000 0.03 

7.9
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4.9

0.2 0.0

22.1

１㎡当たり平均

7.9千円/㎡
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3.9千円/㎡

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0.0

0.5

1.0

1.5

敦
賀
市
庁
舎
及
び
附
属
建
物

敦
賀
市
防
災
セ
ン
タ
ー

文
化
振
興
課
分
室

防
災
備
蓄
倉
庫

水
防
倉
庫

原
子
力
防
護
施
設

１
㎡
当
た
り
コ
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維
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管
理
経
費
合
計

人件費 その他運営費 燃料光熱水費 修繕費 委託料

使用料・賃借料 その他維持費 １㎡当たりコスト １㎡当たり平均

億円 千円／㎡

【庁舎等】 【防災施設】 【その他行政施設】
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③ 利用状況 

・ 行政系施設の過去３年間の利用者数は、敦賀市庁舎で平均１１８，０７１人、文化

振興課分室で２５３人となっています。 

・ １日当たりの利用者数は、敦賀市庁舎で４８４人、文化振興課分室で３人となって

います。 

 

図表３－３ 利用状況（人） 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 市庁舎は令和３（２０２１）年度完成、防災センターは平成１９（２００

７）年度完成と新しく特段の課題はありません。市庁舎は建替にあたり敦賀

美方消防組合庁舎との複合化を行いました。 

②点検・診断等の

実施方針 

法定点検に加え、非常用発電機や冷暖房等重要な設備については自主的な

点検を行うとともに、施設職員による点検により劣化箇所の早期発見に努め

ます。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

定期点検の結果に基づき、優先度に基づく修繕を実施します。また、市庁

舎の維持管理においては業務を個別に発注するのではなく、包括的に発注す

る包括管理の導入を今後検討します。 

④安全確保の実施

方針 

市庁舎及び防災センターは免震装置を備え強固な耐震性を有しています。 

⑤長寿命化の実施

方針 

予防保全型の維持管理手法を導入することで、施設の長寿命化と財政負担

の平準化を図ります。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

文化振興課分室は機能維持には現状の建物ではスペース不足のため、文化

財センターとして他施設への機能移転を図ります。機能移転後の建物は除却

します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市防災センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市庁舎・消防庁舎建設基本計画【平成３０（２０１８）年度】 

文化振興課分室個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（２）学校教育系施設 

① 施設一覧 

・ 学校教育系施設は、２２施設、１００，６０５㎡（市全体の２４．７％）を有して

います。 

 

図表３－４ 施設一覧 

 

 

  

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1人当たり

延床面積（㎡）
1人当たり実
コスト(千円)

敦賀西小学校 西地区 直営 5,787 10 44% 3.8 22.1 88.9

敦賀南小学校 南地区 直営 5,706 53 98% 6.3 19.0 125.5

敦賀北小学校 北地区 直営 5,177 39 83% 3.6 28.5 101.5

松原小学校 松原地区 直営 6,672 42 84% 6.6 16.2 212.8

沓見小学校 松原地区 直営 2,562 36 86% 7.6 26.7 211.8

赤崎小学校 東浦地区 直営 2,319 29 66% 6.7 204.6 1363.1

咸新小学校 東郷地区 直営 2,723 52 93% 8.4 29.3 244.1

中郷小学校 中郷地区 直営 4,527 35 74% 4.6 10.9 55.6

粟野小学校 粟野地区 直営 5,825 36 80% 4.8 10.3 67.0

黒河小学校 粟野地区 直営 2,456 39 80% 9.1 14.9 142.3

粟野南小学校 粟野地区 直営 5,015 45 86% 8.0 9.8 96.9

中央小学校 粟野地区 直営 7,501 39 63% 3.8 14.0 55.8

東浦小中学校 東浦地区 直営 4,484 33 70% 5.1 170.3 940.2

松陵中学校 松原地区 直営 8,203 41 86% 6.1 15.7 105.4

粟野中学校 粟野地区 直営 9,120 36 75% 3.9 13.9 63.3

角鹿中学校 北地区 直営 5,725 61 88% 3.3 36.9 174.0

気比中学校 南地区 直営 7,842 42 85% 5.3 19.3 105.4

ハートフル・スクール 松原地区 直営 605 49 100% 26.5 - 1044.2

常宮小学校 西浦地区 直営 2,005 33 76% 0.8 - -

西浦小中学校 西浦地区 直営 2,716 34 71% 0.8 - -

旧葉原小学校 東郷地区 直営 2,173 35 87% 0.6 - -

敦賀市学校給食センター 粟野地区 一部委託 1,462 37 82% 190.4 - 29.6

小学校

中学校

その他教
育施設
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② コスト状況 

・ 学校教育系施設にかかる維持管理経費は、総額７．９億円で、小学校が３．２億円、

中学校が１．７億円、その他教育施設が３．０億円を占めています。 

・ １㎡当たりでは、小学校が５．７千円／㎡、中学校が４．８千円／㎡、その他教育

施設が３３．４千円／㎡となっています。 

図表３－５ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 
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億円 千円／㎡億円 千円／㎡

【その他教育施設】



48 
 

③ 利用状況 

・ 学校教育系施設の過去３年間の平均在籍者数は、小学校で２９６人、中学校で３５

３人となっています。 

・ １人当たりの延床面積は、小学校で１５．８㎡／人、中学校で２０．１㎡／人です

が、学校間でばらつきがあります。 

図表３－６ 利用状況 

 

 

④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 小中学校は全体の９割以上が建築後３０年を経過し老朽化が進んでいま

す。一方学校施設に対するニーズは多様化しており、多様な学習内容や形態

への対応、学習空間の快適化、環境負荷の低減など様々な配慮が求められて

います。 

敦賀北小学校、赤崎小学校及び咸新小学校は、令和３（２０２１）年４月

の角鹿小中学校開校により閉校となりました。 

学校給食センターは建築から３７年が経過し、施設・付帯設備ともに老朽

化が進んでいます。 

②点検・診断等の

実施方針 

小中学校は、職員による日常点検に加え、専門業者による各種設備点検を

定期的に実施します。 

22.1

19.0
28.5

16.2
26.7

204.6

29.3

10.9 10.3 14.9 9.8 14.0

170.3

15.7 13.9

36.9

19.3

１人当たり延床面積平均

15.8㎡/人

１人当たり延床面積平均

20.1㎡/人

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

敦
賀
西
小
学
校

敦
賀
南
小
学
校

敦
賀
北
小
学
校

松
原
小
学
校

沓
見
小
学
校

赤
崎
小
学
校

咸
新
小
学
校

中
郷
小
学
校

粟
野
小
学
校

黒
河
小
学
校

粟
野
南
小
学
校

中
央
小
学
校

東
浦
小
中
学
校

松
陵
中
学
校

粟
野
中
学
校

角
鹿
中
学
校

気
比
中
学
校

在籍者数H30 在籍者数R01 在籍者数R02 １人当たり延床面積 １人当たり延床面積平均

【中学校】

在
籍
者
数

１
人
当
た
り
延
床
面
積

人
㎡／人

【中学校】

在
籍
者
数

１
人
当
た
り
延
床
面
積

人
㎡／人

【小学校】 【中学校】

在
籍
者
数

１
人
当
た
り
延
床
面
積

人
㎡／人



49 
 

その他の施設は、建築基準法等による法令点検と、施設職員の目視による

点検を行います。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

現場調査・点検により設定した優先度に基づき改修等を実施します。エコ

スクール化の推進等により光熱水費の抑制を図ります。 

学校給食センターは突発的な不具合が多発しており、計画的に設備の更新

や部品の取替を行います。 

④安全確保の実施

方針 

旧耐震基準で建設された学校もありますが、耐震補強等により耐震性は確

保しています。今後は、非構造部材の耐震化を継続して進めます。 

ハートフル・スクールは耐震性を確認できていません。 

⑤長寿命化の実施

方針 

小中学校は、中長期的なトータルコストの縮減・予算の平準化を実現する

ため、施設の建替え（改築）ではなく長寿命化改修を実施することを基本と

し、鉄筋コンクリート造で７５年、鉄骨造・木造で６０年を長寿命化による

目標耐用年数とします。長寿命化の際は、耐久性の向上、施設環境・質の向

上、新たな機能・複合化をポイントとします。なお、工事実施段階において

は、躯体の詳細な調査を行うとともに経済性や教育機能等の観点も含めて、

長寿命化実施について総合的に判断します。 

学校給食センターは、新センター建設までの期間は設備の更新費用を抑制

しながら延命化を図ります。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

児童生徒数の減少は今後も続くことから、全市的な小中一貫校教育の推進

等により適切な施設配置と保有量を確保しながら更新コストの縮減に努めま

す。 

休廃校施設は転用や除却を含めた方向性の検討を行います。 

ハートフル・スクールは他施設への機能移転等を検討します。 

旧葉原小学校は民具保管場所としての機能は他施設に移転します。その後

の建物の利活用は市全体で転用又は除却を検討します。 

学校給食センターは、児童・生徒数の推移等を見極めつつ、単独調理方式

学校のセンター方式への取込み等の課題を踏まえて、令和４（２０２２）年

度以降に新センターについての検討を開始します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

第２期敦賀市教育大綱【令和３（２０２１）年度】 

第２期敦賀市教育振興基本計画【令和３（２０２１）年度】 

敦賀市「知・徳・体」令和プラン【令和３（２０２１）年度】 

敦賀市学校施設長寿命化計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市ハートフル・スクール個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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敦賀市学校教育系施設（休校・廃校）個別施設計画【令和２（２０２０）年

度】 

旧葉原小学校個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

学校給食センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（３）子育て支援施設 

① 施設一覧 

・ 子育て支援施設は、４１施設、１８，５１７㎡（市全体の４．６％）を有していま

す。 

図表３－７ 施設一覧 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1人当たり

延床面積（㎡）
1人当たり実
コスト(千円)

気比保育園 北地区 直営 548 39 74% 130.8 8.4 442.9

敦賀北幼稚園 北地区 直営 497 31 64% 40.8 22.3 877.9

つるが保育園 南地区 直営 446 47 99% 194.2 7.1 652.3

三島保育園 西地区 直営 841 44 92% 132.0 8.0 461.5

沓見保育園 松原地区 直営 339 30 47% 148.8 9.6 572.1

櫛川保育園 松原地区 直営 631 45 90% 139.7 7.1 332.3

松陵幼稚園 松原地区 直営 770 41 82% 52.6 17.6 847.7

東浦保育園 東浦地区 直営 294 22 92% 6.7 - 989.0

東郷保育園 東郷地区 直営 324 24 100% 183.5 6.4 404.4

中郷保育園 中郷地区 直営 841 41 85% 134.7 6.8 367.7

中郷西保育園 中郷地区 委託 908 16 65% 122.4 9.8 1204.1

粟野保育園 粟野地区 直営 681 46 97% 153.3 6.0 335.3

櫛林保育園 粟野地区 直営 911 42 72% 125.3 6.7 308.8

黒河保育園 粟野地区 直営 588 19 77% 144.4 5.5 237.3

北児童クラブ（敦賀北小学校） 北地区 直営 144 39 82% 74.2 3.0 132.8

南児童クラブ（子育て総合支援センター） 南地区 直営 195 38 79% 35.7 5.3 136.6

第2南児童クラブ（敦賀南小学校） 南地区 直営 86 50 100% 89.0 4.4 296.5

西児童クラブ（敦賀西小学校） 西地区 直営 195 51 67% 52.6 5.9 208.1

沓見児童クラブ 松原地区 直営 93 9 16% 74.0 4.7 252.6

咸新児童クラブ（東郷保育園） 東郷地区 直営 33 24 100% 183.1 1.8 243.3

第2咸新児童クラブ（東郷公民館） 東郷地区 直営 61 18 35% 107.2 2.5 190.6

中郷児童クラブ（中郷保育園） 中郷地区 直営 168 41 62% 88.4 2.3 107.7

第2中郷児童クラブ（中郷体育館） 中郷地区 直営 92 24 49% 96.0 2.8 177.7

中央児童クラブ(中央小学校敷地内) 粟野地区 直営 454 2 15% 56.3 4.0 112.6

粟野児童クラブ（粟野保育園） 粟野地区 直営 171 12 70% 86.5 2.6 125.6

第2粟野児童クラブ（粟野小学校） 粟野地区 直営 63 47 99% 118.4 1.8 115.3

第3粟野南児童クラブ（栗野子育て支援センター） 粟野地区 直営 84 39 82% 0.0 - 0.0

黒河児童クラブ（御名コミュニティーセンター） 粟野地区 直営 172 22 - 59.7 4.3 167.1

第3粟野児童クラブ（萩野町公民館） 粟野地区 直営 44 29 - 148.5 2.1 221.7

松原児童クラブ 松原地区 直営 448 2 7% 39.7 4.9 106.2

第2粟野南児童クラブ 粟野地区 直営 336 2 5% 45.8 4.8 132.6

幼稚園・
保育園

児童クラ
ブ
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② コスト状況 

・ 子育て支援施設にかかる維持管理経費は、総額１４．６億円で、幼稚園・保育園が

１０．６億円、児童クラブが１．８億円、幼児・児童施設が２．２億円を占めてい

ます。 

・ １㎡当たりでは、幼稚園・保育園が１２２．８千円／㎡、児童クラブが６２．２千

円／㎡、幼児・児童施設が３１．３千円／㎡となっています。 

 

図表３－８ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

アクアトム（キッズパークつるが） 北地区 直営 894 20 46% 46.6 131 0.4

子育て総合支援センター 南地区 直営 682 38 73% 42.7 55 1.2

敦賀児童館 南地区 直営 271 19 38% 21.2 18 1.1

少年愛護センター 南地区 直営 128 30 62% 150.6 0.3 202.1

子ども発達支援センター 松原地区 指定管理 1,239 32 80% 31.6 35 4.6

児童文化センター 松原地区 直営 2,597 41 86% 12.3 310 0.4

児童センター 松原地区 直営 413 41 55% 12.8 50 0.4

粟野子育て支援センター 粟野地区 直営 621 39 82% 31.3 54 0.7

松原児童館 松原地区 直営 - 2 7% - 6 2.9

病児・病後児保育施設 西地区 直営 216 2 6% 111.1 1 40.6
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③ 利用状況 

・ １人当たりの延床面積は、幼稚園・保育園で７．９㎡／人、児童クラブで３．７㎡

／人となっています。 
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図表３－９ 利用状況（幼稚園・保育園、児童クラブ） 

 

※ １人当たり延床面積平均に休園中の東浦保育園、第３粟野南児童クラブは含めていない 

 

図表３－１０ 利用状況（幼児・児童施設） 
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・ 定員に対する在籍者数の過去３年間の平均割合（入園率）は、幼稚園・保育園で８

３％、児童クラブで８６％となっています。 

図表３－１１ 幼稚園・保育園、児童クラブの入園率 

 

※ 入園率平均に休園中の東浦保育園、第３粟野南児童クラブは含めていない 

 

④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 保育園は平成１６（２００４）年以来新築及び建替を実施しておらず、半

数の施設が建設後４０年以上経過しています。近年増加している３歳未満児

の利用ニーズに対応する整備が必要です。利用状況は定員に対しておおむね
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子育て総合支援センターや粟野子育て支援センターは、空調設備や屋上防

水等の老朽化があり今後設備等の更新が必要です。 

子ども発達支援センターは、平成２５（２０１３）年度に大規模改修を行

っていますが、その際に更新されていない空調設備等の老朽化があり、今後

設備を中心とした更新が必要です。 

②点検・診断等の

実施方針 

職員による日常点検に加え、委託業者による各種設備点検や建築基準法に

基づく特殊建築物の定期調査を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

機能の維持を図れるように老朽化の度合いなどから優先度を判断し、運営

に影響が生じる前に修繕や更新を実施するとともに、時代とともに各施設に

要求される水準も見据えながら改修に努め、施設水準の向上を図ります。 

④安全確保の実施

方針 

全ての施設について耐震性を確保しています。 

⑤長寿命化の実施

方針 

建物の躯体に問題がなく、補修等を行えば建替時期を延ばすことが可能な

場合は、長寿命化を検討します。ただし、保育園は近年の３歳児未満の保育

ニーズの高まりに施設が対応できない状況にあるため、建替による整備も検

討します。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

公立保育園の配置については、私立保育園、私立認定こども園等の教育・

保育施設の配置を考慮した上で、本市全体でバランスが取れた配置を目指し

ます。建替を検討する場合は、少子化による施設利用人口の減少を踏まえ統

廃合も検討しますが、待機児童数ゼロを維持しつつ保育ニーズの変化に対応

でき、かつ利用人口の減少を見据えた規模とします。 

幼稚園は今後の園児数の動向を見極めながら、他の子育て支援施設との統

廃合を検討します。 

児童クラブの配置については、建替え等が必要な場合は可能な限り小学校

に併設又は近隣に設置することを目指します。近年利用者は増加している状

況にありますが、将来の子供の減少を見据えた施設規模を目指します。 

その他子育て支援施設の既設規模については、当面現状を維持します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

新つるがいきいきこども未来プラン【令和元（２０１９）年度】 

子育て支援施設個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市学校施設長寿命化計画【令和２（２０２０）年度】 

アクアトム（キッズパークつるが）個別施設計画【令和２（２０２０）年

度】 

子ども発達支援センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（４）市民文化系施設 

① 施設一覧 

・ 市民文化系施設は、１６施設、３５，１７０㎡（市全体の８．６％）を有していま

す。 

 

図表３－１２ 施設一覧 

 

 

② コスト状況 

・ 市民文化系施設にかかる維持管理経費は、総額３．５億円で、集会施設が２．９億

円、文化施設が０．６億円を占めています。 

・ １㎡当たりでは、集会施設が９．７千円／㎡、文化施設が１１．９千円／㎡となっ

ています。 

  

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積
代表建築

年度
経過年 老朽化率

1㎡当たり
コスト(千円)

1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

北公民館 北地区 直営 797 1989 31 60% 17.9 44 1.1

きらめきみなと館 北地区 指定管理 4,308 1999 21 52% 5.0 267 0.3

南公民館 南地区 直営 1,419 1976 44 62% 8.7 40 1.1

プラザ萬象 南地区 直営 6,477 1990 30 59% 10.5 213 1.2

生涯学習センター 南地区 直営 465 2002 18 48% 11.3 29 0.5

西公民館 西地区 直営 2,066 1979 41 76% 11.9 66 1.3

松原公民館 松原地区 直営 1,330 2016 4 10% 13.2 89 0.7

東浦公民館 東浦地区 直営 880 2005 15 26% 16.0 10 5.0

東郷コミュニティセンター 東郷地区 直営 1,937 2002 18 34% 9.4 76 0.8

中郷公民館 中郷地区 直営 1,082 2010 10 16% 14.5 48 1.2

愛発公民館（旧愛発小中学校） 愛発地区 直営 3,866 1983 37 65% 4.4 27 2.2

敦賀市黒河農村ふれあい会館 粟野地区 指定管理 401 2000 20 54% 7.3 9 1.1

粟野公民館 粟野地区 直営 1,968 2000 20 36% 12.0 170 0.5

少年自然の家 粟野地区 直営 2,500 1979 41 76% 11.0 19 4.7

敦賀市男女共同参画センター 南地区 直営 362 1976 44 60% 18.4 4 4.6

文化施設 市民文化センター 北地区 指定管理 5,312 1977 43 56% 11.9 89 2.6

集会施設



58 
 

図表３－１３ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 
③ 利用状況 

・ 市民文化系施設の過去３年間の利用者数は、集会施設で平均２０，８４６人、文化

施設で２４，２７８人となっています。 

・ １日当たりの利用者数は、集会施設で７４人、文化施設８９人となっています。 

図表３－１４ 利用状況 
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・ 市民文化系施設の令和２（２０２０）年度の貸室稼働率は、コマ単位では平均１８％、

日単位では３１％となっています。 

 

図表３－１５ 市民文化系施設の利用数及び稼働率（コマ単位） 

 

 

図表３－１６ 市民文化系施設の利用数及び稼働率（日単位） 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 公民館及び生涯学習センターは比較的新しい施設が多くなっていますが、

中心市街地に位置する南及び西公民館は今後１０年で建設から５０年を迎え

ます。また、今後１０年で建設から２５年を迎える公民館も３館あり、設備

を中心に更新が必要になります。 

きらめきみなと館は建設から２１年が経過し施設内外で老朽化に伴う修繕

が増えています。 

プラザ萬象は建築から３０年が経過し施設の老朽化が進み、定期点検によ

る不具合事項の指摘が多く発生しています。 

黒河農村ふれあい会館は建設から２０年が経過する中で、都市部との所要

時間の短縮や周辺地域におけるコミュニティ施設の整備など、建設時とは状

況の変化が生じています。 

少年自然の家は集団宿泊研修、野外活動研修等の機能を有する施設です

が、人口減少及び少子化により利用ニーズは減少していくことが見込まれま

す。 

敦賀市男女共同参画センターは平成３０（２０１８）年度に南公民館 3 階

へ機能移転しました。 

市民文化センターは文化施設の機能強化、市民の文化振興をさらに推進す

るため平成３１（２０１９）年度から指定管理者制度を導入しました。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法令点検と施設職員による点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

計画的に屋上防水や外壁の改修、空調設備の更新を優先順位を設けながら

行うとともに、時代とともに施設に要求される水準も見据えながら改修を行

います。 

きらめきみなと館イベントホール用空調機は動力となるフロンガスが法改

正により生産中止となったことから新しい空調機に取り替えます。 

ホール施設については特有の設備（音響調整卓等）の取替も計画的に進め

ていきます。 

④安全確保の実施

方針 

西公民館は耐震性を有しておらず早急な対応が必要です。 

少年自然の家は耐震性は確保しているものの補修が好ましい箇所がありま

す。 

⑤長寿命化の実施

方針 

建物の躯体に問題がなく補修を行えば建替え時期を延ばすことが可能な場

合は長寿命化を行いますが、安全性等に課題がある場合は総合的に判断しま

す。 
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⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

建替えや大規模改修の際には他の市施設との複合化を検討するとともに、

人口減少の進み具合や利用状況等を考慮し総合的に施設規模を決定します。 

西公民館は、耐震性を有していないことから建替えを検討します。建替え

の際は他の公共施設の機能を取り込むこと（複合化）や規模の縮小も選択肢

に、地元区民と協議を行いながら検討します。 

黒河農村ふれあい会館は、社会情勢の変化や今後の維持管理等の課題を踏

まえ施設の必要性を総合的に判断し、譲渡の方向性を検討します。 

少年自然の家は利用が向上するような方策や施設形態を検討します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

第２期敦賀市教育大綱【令和３（２０２１）年度】 

第２期敦賀市教育振興基本計画【令和３（２０２１）年度】 

敦賀市公民館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

きらめきみなと館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

プラザ萬象個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

少年自然の家個別支援計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市男女共同参画センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市民文化センター個別施設計画【平成３０（２０１８）年度】 
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（５）社会教育系施設 

① 施設一覧 

・ 社会教育系施設は、９施設、７，６２０㎡（市全体の１．９％）を有しています。 

図表３－１７ 施設一覧 

 

※ 敦賀市立博物館は大規模改修費から老朽化率を算出した 

 

② コスト状況 

・ 社会教育系施設にかかる維持管理経費は、総額１．５億円で、博物館等が０．６億

円、図書館が０．９億円を占めています。 

・ １㎡当たりでは、博物館等が１４．４千円／㎡、図書館が２７．０千円／㎡となっ

ています。 

図表３－１８ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

敦賀市立博物館 北地区 直営 1,737 93 21% 16.8 32 3.0

旧敦賀港駅ランプ小屋 北地区 委託 29 138 － 24.4 - -

旧新保本陣 東郷地区 直営 54 151 － 9.2 - -

柴田氏庭園土蔵等 粟野地区 直営 342 不明 － 34.8 - -

みなとつるが山車会館 北地区 直営 1,957 24 48% 9.8 23 3.3

愛発舟川の里 愛発地区 委託 70 4 14% 5.1 - -

水戸烈士記念館（旧鯡蔵） 松原地区 直営 113 不明 - 0.0 - -

図書館 南地区 直営 3,288 29 54% 26.3 668 0.5

粟野公民館図書コーナー 粟野地区 直営 31 20 36% 104.0 31 0.4
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③ 利用状況 

・ 社会教育系施設の過去３年間の利用者数は、博物館等で平均７，８５９人、図書館で平

均９１，１９５人となっています。なお、粟野公民館図書コーナーは出先図書館であり、

本館と合計すると利用者数は平均１８２，３８９人となっています。 

 

図表３－１９ 利用状況 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 博物館本館は重要文化財であり、文化財保護上の課題に配慮した修理工事

を平成２６（２０１４）年度に完了しており、築９年を経過した増設部分で

ある収蔵庫棟も含めて特段の課題はありません。 

みなとつるが山車会館は開館から２０年以上経過することから建物や附属

設備の老朽化が進行しています。また、別館建物（旧大和田銀行本店社屋）

は国登録有形文化財であり、文化財保護法で保存及び活用についての措置が

特に必要とされる建造物です。築１００年以上経過し老朽化も進行している

ため、保存活用の検討及び大規模改修が必要です。 

水戸烈士記念館（旧鯡蔵）は令和３（２０２１）年度から移設工事に着手

しています。 

図書館は建設から２９年が経過し経年劣化が見られる中で施設運営に障害

支障を与えかねない要修繕箇所もあります。座席数及び収納書架も不足して

います。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法令点検と施設職員による点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

文化財の建物については、長い年月を経過した建物であるため、予想外の

破損や劣化が生じ緊急に大規模な修繕が必要となる可能性に常に留意しなが

ら維持管理を行います。 

④安全確保の実施

方針 

みなとつるが山車会館の別館及び土蔵に関しては耐震性が確認されていま

せん。 

⑤長寿命化の実施

方針 

計画的な修繕及び改修により、施設の長寿命化及び財政負担の軽減を図り

ます。 

博物館は旧大和田銀行本店建物保存管理計画に基づき耐用年数に関わらず

恒久的な活用を目指します。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際に文化財建物を棄損しない範囲でユニバー

サルデザイン化を推進します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

旧大和田銀行本店建物保存管理計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市立博物館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

みなとつるが山車会館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市立図書館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（６）スポーツ・レクリエーション系施設 

① 施設一覧 

・ スポーツ・レクリエーション系施設は、３０施設、５２，４５５㎡（市全体の１２．

９％）を有しています。 

 

図表３－２０ 施設一覧 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

旧国鉄敦賀港驛驛舎 北地区 委託 222 21 78% 20.5 73 0.2

赤レンガ倉庫 北地区 指定管理 1,218 5 20% 30.5 189 0.2

敦賀駅交流施設 南地区 指定管理 1,162 7 12% 2.1 1,375 0.0

松原観光案内所 松原地区 直営 33 36 100% 108.5 - -

敦賀きらめき温泉リラ・ポート 東郷地区 休館中 11,125 18 37% 5.3 - 0.6

中池見人と自然のふれあいの里 東郷地区 一部委託 586 20 78% 24.3 142 0.5

新疋田駅交流施設 愛発地区 直営 89 14 56% 16.2 26 0.2

粟野駅交流施設 粟野地区 直営 66 17 69% 26.9 75 0.1

森林総合利用施設 粟野地区 直営 462 27 78% 21.1 8 7.4

人道の港敦賀ムゼウム 北地区 直営 1,217 1 0% 51.4 82 5.6

きらめきスタジアム 南地区 指定管理 243 20 75% 219.6 26 9.3

市営野球場 松原地区 委託 195 53 100% 20.1 8 1.7

花城テニスコート 松原地区 委託 71 41 78% 106.4 49 0.4

花城プール 松原地区 直営 55 40 84% 67.2 17 8.2

グラウンド・ゴルフ場 東郷地区 直営 104 5 20% 15.2 83 0.0

愛発プール 愛発地区 直営 91 33 95% 39.1 27 12.1

武道館 北地区 指定管理 1,858 42 88% 6.0 45 0.9

敦賀市総合運動公園陸上競技場 松原地区 委託 1,778 33 - 11.1 55 9.5

敦賀市総合運動公園野球場 松原地区 直営 2,649 33 - 6.5 37 2.1

敦賀市総合運動公園体育館 松原地区 一部委託 9,931 30 62% 7.0 149 1.5

敦賀市総合運動公園テニスコート 松原地区 委託 386 32 60% 13.9 37 0.4

敦賀市総合運動公園ゲートボール場 松原地区 委託 1,219 27 78% 7.1 18 1.6

敦賀市総合運動公園弓道場 松原地区 委託 1,114 26 53% 9.6 14 2.5

敦賀市総合運動公園プール 松原地区 直営 5,826 23 60% 11.6 160 1.5

敦賀市総合運動公園その他建物 松原地区 一部委託 533 32 81% 20.0 160 0.3

市立体育館 松原地区 一部委託 3,664 52 100% 3.0 107 0.3

東浦体育館 東浦地区 直営 784 37 75% 5.8 10 1.5

中郷体育館 中郷地区 委託 2,468 24 49% 4.8 121 0.3

粟野スポーツセンター 粟野地区 委託 2,454 26 53% 5.0 101 0.4

金山体育館 粟野地区 委託 851 25 50% 7.9 18 1.2

スポーツ
施設

レクリエー
ション・観
光施設
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② コスト状況 

・ スポーツ・レクリエーション系施設にかかる維持管理経費は、総額５．４億円で、

レクリエーション・観光施設が２．０億円、スポーツ施設が３．４億円を占めてい

ます。 

・ １㎡当たりでは、レクリエーション・観光施設が１２．２千円／㎡、スポーツ施設

が９．４千円／㎡となっています。 

図表３－２１ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 
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③ 利用状況 

・ スポーツ・レクリエーション系施設の過去３年間の利用者数は、レクリエーション・

観光施設で平均８３，５０２人、スポーツ施設で１５，４８６人となっています。 

・ １日当たりの利用者数は、レクリエーション・観光施設で３１７人／日、スポーツ

施設で６７人／日となっています。 

図表３－２２ 利用状況（人） 
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・ スポーツ施設の令和２（２０２０）年度の稼働率は、コマ単位で平均４４％、日単

位で平均６６％となっています。 

 

図表３－２３ スポーツ施設の利用数及び稼働率（コマ単位） 

 

図表３－２４ スポーツ施設の利用数及び稼働率（日単位） 

 

※ 会議室等、スポーツ施設以外の稼働率は除く 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 敦賀きらめき温泉リラ・ポートは令和２（２０２０）年２月から休業して

いましたが、令和４（２０２２）年４月から指定管理者制度による営業再開

を予定しています。 

旧国鉄敦賀港驛驛舎は一部老朽化が進んでいる箇所が見られます。 

赤レンガ倉庫は平成２７（２０１５）年のリニューアル時に躯体等の耐震

補強工事を実施しており要修繕箇所や課題はありません。北棟・南棟・煉瓦

塀は国の登録有形文化財に登録されています 

森林総合利用施設（野坂いこいの森）は建設から４０年を経過する建物も

あり設備を中心に老朽化が進んでいます。 

人道の港敦賀ムゼウムは令和２（２０２０）年１１月にオープンしまし

た。 

スポーツ施設及び総合運動公園各施設は建築から２５年以上が経過し施設

全体の老朽化が目立ってきています。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法令点検と施設職員による点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

法令点検及び簡易目視点検により異常が発見された場合には、緊急性の高

いものから修繕の対応を行います。 

④安全確保の実施

方針 

一部の小規模施設等を除き耐震性を有しています。 

⑤長寿命化の実施

方針 

予防保全を導入することで長寿命化を図ります。ただし、建物の安全確保

や敷地の広さに課題がある場合は、建替え等も検討します。 

赤レンガ倉庫は登録有形文化財であることから、歴史的な文化財として保

全を行い、耐用年数に関わらず恒久的な活用を目指し健全な状態で維持して

いきます。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

レクリエーション・観光施設は、市が保有することの必要性を検討した上

で、更新及び機能の維持を図ります。 

中池見人と自然のふれあいの里は当面は現状維持を図りますが、将来的に

は行政から自立した民間団体が中池見湿地保全活用計画を推進することを目

指します。 

スポーツ施設は、稼働率が低い施設については他のスポーツ施設への機能

移転（集約化）について検討します。 
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⑧関連計画等の策

定状況 

旧国鉄敦賀港驛驛舎個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀きらめき温泉リラ・ポート個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市グラウンド・ゴルフ場個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

金ヶ崎周辺整備構想【平成２４（２０１２）年度】 

北陸新幹線敦賀開業に向けた敦賀市行動計画【平成３０（２０１８）年度】 

敦賀市赤レンガ倉庫整備計画【平成２５（２０１３）年度】 

金ヶ崎周辺施設整備基本計画【平成３０（２０１８）年度】 

敦賀赤レンガ倉庫個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

中池見湿地保全活用計画（構想・基本計画）【平成２７（２０１５）年度】 

中池見湿地保全活用計画（実施計画）【平成２８（２０１６）年度】 

中池見人と自然のふれあいの里個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

野坂いこいの森個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

スポーツ施設個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

総合運動公園個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（７）産業系施設 

① 施設一覧 

・ 産業系施設は、２施設、２，８３５㎡（市全体の０．７％）を有しています。 

 

図表３－２５ 施設一覧 

 
 

② コスト状況 

・ 産業系施設にかかる維持管理経費は、総額０．０３億円となっています。 

・ １㎡当たりでは、１．２千円／㎡となっています。 

 

図表３－２６ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 
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③ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 上屋（Ｇ上屋）は海上コンテナで運ばれた合成樹脂等の荷さばきや一時保

管を行うために、敦賀港コンテナ上屋は海上コンテナ貨物の荷さばき、積み

下ろし、保管のために利用されています。Ｇ上屋は建設から４０年以上を経

過し壁等に損傷が見られるなど老朽化が著しく進んでいます。敦賀港コンテ

ナ上屋は建設から１９年でこれまでも修繕や補修を行っており特段の課題は

ありません。 

②点検・診断等の

実施方針 

法令点検と施設職員による点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

Ｇ上屋は施設使用上の不具合に限り修繕を実施します。 

敦賀港コンテナ上屋は法令点検及び簡易目視点検により異常が発見された

場合は速やかに修繕を行います。 

④安全確保の実施

方針 

Ｇ上屋は安全確保上の課題があります。 

⑤長寿命化の実施

方針 

敦賀港コンテナ上屋は、劣化箇所の有無や兆候を早期に把握し対応する予

防保全を導入することで長寿命化を図ります。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

Ｇ上屋は事業者による代替倉庫の建設が見込まれることから、令和４（２

０２２）年度を目途に機能を廃止します。廃止後の利活用方針は関係機関等

を協議して決定することとします。 

⑧関連計画等の策

定状況 

Ｇ上屋個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀港コンテナ上屋個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（８）保健・福祉施設 

① 施設一覧 

・ 保健・福祉施設は、４施設、９，１２２㎡（市全体の２．２％）を有しています。 

 

図表３－２７ 施設一覧 

 

 

② コスト状況 

・ 保健・福祉施設にかかる維持管理経費は、総額２．４億円で、健康センターが１．

４億円、敦賀市福祉総合センターが０．６億円、市立やまびこ園が０．４億円、三

島会館が０．１億円を占めています。 

・ １㎡当たりでは、健康センターが１７３．７千円／㎡、敦賀市福祉総合センターが

１０．０千円／㎡、市立やまびこ園が１５．８千円／㎡、三島会館が３４．８千円

／㎡となっています 

 

図表３－２８ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 
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1日当たり
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1人当たり実
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③ 利用状況 

・ 保健・福祉施設の過去３年間の利用者数は、健康センターで平均３，６１７人、敦

賀市福祉総合センターで平均５５，８６７人、市立やまびこ園で平均３１，４８９

人、三島会館で１，１４２人となっています。 

・ １日当たりの利用者数は、健康センターで平均１５人、敦賀市福祉総合センターで

平均１７８人、市立やまびこ園で平均８６人、三島会館で５人となっています。 

 

図表３－２９ 利用状況 

 
※ 市立やまびこ園の利用者数は、生活介護事業、施設入所支援事業、短期入所事業、日中一時支援事業

の登録者数及び実人数×開館日数（３６５日）で算定した。 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 健康センターは建築から３４年が経過し、建物外壁、内壁等劣化が生じて

いる箇所が複数認められます。 

敦賀市福祉総合センターは建設から２２年が経過し、建物自体には特段の

課題はありませんが設備には劣化が見られます。 

市立やまびこ園は建設から２７年が経過し、一部に老朽化が見られるもの

の建物自体には特段の課題はありませんが、設備の更新や利用者の高齢化・

重度化に伴うバリアフリー化の対応が必要です。 

三島会館は建設から３７年が経過し一部内壁に劣化が認められます。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法令点検と施設職員による目視点検を行います。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

点検により異常が発見された場合は速やかに修繕を行います。 

④安全確保の実施

方針 

耐震性を有しています。 

⑤長寿命化の実施

方針 

劣化箇所の有無や兆候を早期に把握し対応する予防保全を導入することで

長寿命化を図ります。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を検討します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

市立やまびこ園は大規模改修後の譲渡も検討します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市健康センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市福祉総合センター個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

市立やまびこ園個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市立三島会館個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（９）公営住宅 

① 施設一覧 

・ 公営住宅は、１１施設、９２，９２９㎡（市全体の２２．８％）を有しています。 

図表３－３０ 施設一覧 

 

 

② コスト状況 

・ 公営住宅にかかる維持管理経費は、総額１．２億円となっています。 

・ １戸当たりでは、１１６．８千円／㎡となっています。 

図表３－３１ 過去２年間の維持管理経費の平均と１戸当たりコスト 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1戸当たり

コスト(千円)
入居率

1戸当たり実
コスト(千円)

曙団地 北地区 直営 2,209 47 100% 143.7 43% 53.4

角鹿団地 北地区 直営 1,900 47 100% 325.5 23% 197.6

清水団地 南地区 直営 4,774 37 73% 95.3 85% -28.3

新津内団地 南地区 直営 8,717 13 69% 94.6 81% -152.9

東洋団地 南地区 直営 6,500 42 86% 93.7 83% -47.7

松栄団地 西地区 直営 3,565 28 64% 88.6 89% -152.0

開団地 西地区 直営 1,788 32 65% 115.9 78% -233.7

三島団地 西地区 直営 1,155 35 68% 142.2 69% 92.0

三楽園団地 松原地区 直営 30,293 38 76% 108.5 70% 6.0

桜ケ丘団地 粟野地区 直営 18,273 46 91% 146.9 42% 58.1

和久野団地 粟野地区 直営 13,755 15 41% 126.6 83% -175.7
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③ 利用状況 

・ 公営住宅の過去３年間の入居率（総戸数に対する入居戸数）は、平均７２％となっ

ています。 

 

図表３－３２ 利用状況（戸） 

 

 

 

④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 令和３（２０２１）年７月現在、１，５２８戸の市営住宅を有していま

す。県内市町の中で２番目に多くなっています。 

中層耐火構造の住戸の約半数は供給時期が昭和５０年代の１０年間に集中

しており、修繕や更新時期の分散を図る必要があります。また、住宅の約２

割は既に耐用年数を経過しているか今後１０年以内に経過する住戸です。 

入居可能な市営住宅は入居率が８割を下回り低下傾向にあります。経済的

困窮を理由とする応募が多く、対象者の事情を踏まえた迅速かつ柔軟な対応

が可能となる住宅セーフティネットの構築も課題です。 
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②点検・診断等の

実施方針 

点検箇所の特性に応じて、保守点検、定期点検、日常点検を実施します。

２年に１度公営住宅等日常点検マニュアル（国土交通省住宅総合整備課）に

則った点検を実施し、間の年には職員による点検を実施します。 

点検や修繕に関する管理履歴データを整理し活用します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

修繕周期表を参考に、計画修繕の内容と実施時期を長期修繕計画として策

定することを検討します。すでに策定している修繕項目は維持します。 

長寿命化計画における改善事業と長期修繕計画で予定する計画修繕の実施

時期が近い場合は、両方を合わせて行うなど効率的な実施のための調整を行

います。 

基本的には建設年度順で優先順位を付けますが、点検結果等の実情により

順位を調整します。 

④安全確保の実施

方針 

耐震性が確保されていない耐火住棟で優先的に改善する必要があるときは

耐震改修により躯体安全性を高めます。 

⑤長寿命化の実施

方針 

予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施することによ

って長寿命化を図ります。 

劣化の将来予測が可能な場合は劣化前に予防的な対策を実施することによ

り長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

予防保全型の維持管理や長寿命化改善の必要性は劣化の状況やライフサイ

クルコストの評価等を踏まえて総合的に判断します。 

計画修繕項目の仕様のグレードアップ等による耐久性の向上、予防保全的

な維持管理の実践による修繕周期の延長に取り組みます。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

福祉的な対応が必要な方々を含め全ての入居者が安全・快適に生活できる

よう、必要に応じてユニバーサルデザイン（エレベーター設置、トイレ洋式

化）を導入します。 

引き続き活用を図る中層耐火構造の住棟を対象に住戸内の改善を進め、居

住性を向上させます。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

向こう１０年間で２００戸の管理戸数削減を行います。 

改善事業による既存ストックの長寿命化を図ることを優先し新規整備や建

替えの予定はありませんが、建替えによらなければ安全性が確保できない場

合や改善事業よりも建替え事業を実施する方がライフサイクルコストを縮減

できる場合は、管理戸数と需要の見通しのバランスを勘案して建替え事業を

検討します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市公営住宅等長寿命化計画【令和２（２０２０）年度改定】 
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（１０）医療施設・市民病院 

① 施設一覧 

・ 医療施設・市民病院は、６施設、３７，５９２㎡（市全体の９．２％）を有してい

ます。 

図表３－３３ 施設一覧 

 

 

② コスト状況 

・ 診療所にかかる維持管理経費は、０．６億円となっています。 

・ １㎡当たりでは、８９．８千円／㎡となっています。 

 

図表３－３４ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 
※ 市立敦賀病院は企業会計でコスト管理方法が異なるため本表に含めていない 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

1人当たり実
コスト(千円)

休日急患センター 西地区 直営 339 34 62% 106.3 30 9.2

国民健康保険東浦診療所 東浦地区 直営 101 46 100% 68.7 3 18.4

国民健康保険疋田診療所葉原出張所 東郷地区 直営 43 39 100% 45.9 0.4 40.8

国民健康保険疋田診療所杉箸出張所 愛発地区 直営 43 39 100% 21.8 0.4 28.8

国民健康保険疋田診療所 愛発地区 直営 110 50 100% 102.3 2 15.7

市民病院 市立敦賀病院 西地区 直営 36,956 34 61% - 694 -
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③ 利用状況 

・ 医療施設・市民病院の過去３年間の利用者数は、医療施設で平均５８３人、市立敦

賀病院で２５３，１８０人となっています。 

・ １日当たりの利用者数は、医療施設で５人／日、市立敦賀病院で６９４人／日とな

っています。 

 

図表３－３５ 利用状況（人） 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 国民健康保険診療所は４施設とも老朽化が進んでおり、建物の外壁や内壁

等について部分的に劣化が生じている箇所が複数見られます。へき地の医療

を担うという重要な機能を有していますが、利用者数は人口減少等により減

少しています。 

市立敦賀病院は敦賀市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに美浜

町、若狭町を加えた地域の中核病院としての機能を有しています。棟によっ

ては建設から４０年以上を経過し、老朽化や手狭で感染病床の増床ができな

い状況です。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法令点検と定期的な保守点検、施設職員による点検を実

施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

定期的な保守点検の実施及び予防的な維持管理手法を取り入れます。 

④安全確保の実施

方針 

市立敦賀病院は免震装置や耐震補強等により耐震性は確保しています。電

力設備などが地下及び１階部分に集中しているため、付近河川の氾濫により

浸水が発生すると長期間の機能停止につながるおそれがあります。 

⑤長寿命化の実施

方針 

病棟の状態にもよりますが耐用年数の１．４倍の使用を目指します。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

市立敦賀病院は現状維持としますが並行して建替え等も含めた新病院の検

討は行います。高齢人口の増加により医療ニーズは当面は減少しないことが

想定されますが、将来的には高齢人口も減少することが予測されるため、患

者の動向を継続分析しながら、１０年度、１５年後を見据えた医療体制のあ

り方を検討します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市国民健康保険診療所個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

第２次市立敦賀病院中期経営計画【平成２６（２０１４）年度 

                      ～令和３（２０２１）年度 

第７次福井県医療計画【平成３０（２０１８）年度～令和５（２０２３）年

度】 

市立敦賀病院個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（１１）供給処理施設 

① 施設一覧 

・ 供給処理施設は、４施設、８，７８３㎡（市全体の２．２％）を有しています。 

 

図表３－３６ 施設一覧 

 

 

② コスト状況 

・ 供給処理施設にかかる維持管理経費は、総額７．１億円となっています。 

・ １㎡当たりでは、８０．４千円／㎡となっています。 

 

図表３－３７ 過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり

処理実績（t）

衛生処理場 西地区 直営 1,326 18 32% 115.7 68

清掃センター 松原地区 直営 6,585 29 62% 77.3 67

旧櫛川最終処分場 松原地区 直営 336 29 89% 12.8 -

赤崎最終処分場 東浦地区 直営 535 14 33% 73.4 17
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③ 利用状況 

・ 供給処理施設の過去３年間の処理実績は、平均１４，６０４ｔとなっています。 

 

図表３－３８ 利用状況（ｔ） 

 
※ 櫛川最終処分場は、現在最終処分場としての利用を行っていないため、処理実績を表示していない 
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④ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 衛生処理場は施設稼働から１８年が経過し老朽化が進んでいます。し尿搬

入量は建設当初と比べ減少しており、処理量に対し過大な設備・機器が点在

しています。 

清掃センターは運転開始以来３０年目に至っており、施設延命化工事（５

か年間）が平成２７年度に完了した後、延命化計画に概ね沿う形で約１０年

程度の使用延長が可能な状態となっています。新施設稼働開始まで、廃棄物

の適正処理に必要不可欠な維持管理を継続することが必要です。 

赤崎最終処分場は埋立ごみや清掃センターでの焼却処理から出る焼却灰等

を埋立処分しています。また、雨水等による浸出水を排出基準値以下になる

よう処理して海へ放流しています。建設から１５年目であり比較的新しいこ

とから、埋立処分や水処理に障害を与えるような要修繕箇所は無く特段の課

題はありません。 

②点検・診断等の

実施方針 

衛生処理場は施設保全計画に定めた機能診断手法、診断頻度に基づき定期

的な診断を行います。診断結果を蓄積し劣化予測や整備スケジュール検討の

ための基礎資料として活用します。 

清掃センターは廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理施設の維持管理の

技術上の基準」に従い、施設職員が日常管理の中で故障や劣化箇所の確認を

実施します。また、年１回の総合点検により機器設備の分解調整を行い、発

見した不具合等は計画的に修理及び調整を実施します。 

赤崎最終処分場は委託業者による設備点検、施設職員による建物点検を実

施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

衛生処理場は設備の重要度に応じて適した保全方法（事後保全や予防保

全）を選定します。設備の更新にあたっては、公共下水道の普及によるし尿

等排出量の減少や汚泥混入率の増加による処理効率の低下などを踏まえた適

正規模とするとともに、ライフサイクルコストの検証を行い経済的有利とな

る設備・機器を導入します。 

清掃センターは劣化状況や故障危険度から廃棄物処理に与える影響を加味

し、優先順序を設けた上で対応します。 

赤崎最終処分場は施設運営に支障をきたす修繕箇所はありませんが、今

後、日々の簡易目視点検により異常が発見された場合は、速やかに修繕を行

います。 

④安全確保の実施

方針 

耐震性を有しています。 

衛生処理場は自然災害時の想定として、河川堤防の決壊による施設の地下

室水没が考えられるため、防災対策を検討します。 
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⑤長寿命化の実施

方針 

衛生処理場は必要な整備を実施し令和２５（２０４３）年度までの延命化

を図ります。 

 清掃センターは総合点検を年１回行い、各部の機能や劣化・損耗の状態を

あらかじめ調査し、不良個所の早期発見を図ります。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

清掃センターは新施設においてはバリアフリーを基本としており、計画・

設計時において「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

及び「福井県福祉のまちづくり条例（整備基準）」を遵守します。特に、見学

者動線には、ユニバーサルデザインを取り入れたものとします。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

衛生処理場は長期的には下水道施設への機能集約も検討します。 

清掃センターは令和９（２０２７）年度からの新施設供用開始に向け、建

設計画を推進させています。現施設については、解体工事が環境省の交付金

対象とできるよう、新施設供用開始年度の翌年度中における着工を予定して

います。 

赤崎最終処分場は、廃止までの第１段階として埋立終了後一定期間（最短

２年間）において水質等の検査データを取得した後、法律（「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」）に基づき県知事申請を行い法的廃止を図ります。更に

第２段階としては、浸出水の海への直接放流に関し、市民理解を得られるま

で機能を維持した後に建物除去を図ります。 

旧櫛川最終処分場（法的廃止済み）は、新清掃センター建設工事に併せて

市民理解を踏まえた上で建物除去を図ります。 

なお、新しい最終処分場については令和５年末までに施設完成を目指して

います。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市衛生処理場施設延命化計画(見直し）【令和元（２０１９）年度見直

し】 

清掃センター施設延命化計画【平成２２（２０１０）年度】 

赤崎最終処分場個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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（１２）その他施設 

① 施設一覧 

・ その他施設は、２９施設、２６，６１７㎡（市全体の６．５％）を有しています。 

図表３－３９ 施設一覧 

 

機能 施設名称 地区 運営形態 延床面積 経過年 老朽化率
1㎡当たり

コスト(千円)
1日当たり
利用者数

旧と畜場 南地区 直営 331 46 98% 1.2 -

福井大学附属国際原子力工学研究所 南地区 直営 6,997 9 16% 0.1 -

元粟野公民館 粟野地区 直営 705 48 92% 0.5 -

旧松原児童クラブ・旧松原児童館 松原地区 直営 302 48 100% 0.2 -

旧金ケ崎団地 北地区 直営 883 48 - 1.4 -

旧角鹿団地 北地区 直営 1,424 48 - 0.0 -

墓地（市有共葬墓地） 北地区 直営 39 33 100% 25.4 -

敦賀斎苑 粟野地区 一部委託 2,246 26 48% 21.6 33

敦賀市公設地方卸売市場 中郷地区 指定管理 3,545 37 84% 5.0 9

敦賀市農産物直売所 粟野地区 指定管理 194 10 54% 18.0 302

駐車場 敦賀市駅前立体駐車場 南地区 指定管理 9,221 1 0% 0.0 171

気比神宮前公衆便所 北地区 直営 75 26 68% 55.0 -

花城公衆便所 松原地区 直営 51 21 52% 12.0 -

松原公衆便所(林内東） 松原地区 直営 41 18 100% 11.4 -

観光トイレ（松原神社内） 松原地区 直営 15 23 100% 8.4 -

ビーチクリーナー格納庫 松原地区 直営 75 24 93% 0.0 -

資材倉庫 松原地区 直営 20 不明 100% 45.6 -

松原公園警察官立寄り所 松原地区 直営 10 30 100% 0.0 -

山小屋 西浦地区 直営 12 43 100% 0.0 -

白木地区公衆便所 西浦地区 直営 29 20 49% 0.0 -

名子公衆便所 西浦地区 委託 18 15 88% 36.8 -

便所（白木１丁目１） 西浦地区 直営 9 30 76% 0.0 -

池河内公衆便所 東郷地区 直営 10 27 100% 250.3 -

杉箸農村公園 愛発地区 直営 23 22 100% 14.6 -

刀根農村公園 愛発地区 直営 16 22 - 17.3 -

山農村公園 粟野地区 直営 66 22 49% 4.2 -

山集落農園管理棟 粟野地区 直営 56 20 49% 4.9 -

山小屋（野坂山） 粟野地区 直営 24 31 100% 0.0 -

博物館通り整備事業用地 西地区 直営 179 不明 - 0.0 -

公設市
場・直売
所

その他

普通財産

火葬場
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② コスト状況 

・ その他施設にかかる維持管理経費は、総額０．８億円となっています。 

 

図表３－４０ 主な施設の過去２年間の維持管理経費の平均と１㎡当たりコスト 
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③ 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 旧松原児童クラブ・児童館は建替に伴い普通財産となり、倉庫として利用

しています。 

敦賀斎苑は稼働から２５年が経過し施設の老朽化が顕著な状態にあり、今

後は大規模な改修や修繕が見込まれます。 

敦賀市公設地方卸売市場は建設から３８年経過し、雨漏りや外壁のひび割

れなど要修繕箇所はありますが運営に支障を与えるような状態ではありませ

ん。 

敦賀市駅前立体駐車場は市民の利便性の向上及び道路交通の円滑化を図

り、もって都市機能の維持及び増進に資することを目的として設置された施

設で、令和元（２０１９）年に完成しました。 

②点検・診断等の

実施方針 

建築基準法による法定点検と、施設職員による簡易目視点検を実施してい

ます。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

点検により異常が発見された場合は随時修繕を行います。 

④安全確保の実施

方針 

利用者がいる施設については耐震性を有しています。 

⑤長寿命化の実施

方針 

劣化箇所の有無や兆候を早期に把握し対応する予防保全を導入することで

長寿命化を図ります。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

新規整備や建替の際にはユニバーサルデザインに基づく設計とするととも

に、既存施設においては改修の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

役割を終えた用途廃止財産（普通財産）については除却を検討します。 

元粟野公民館と旧角鹿団地（角鹿団地１号棟）は令和３（２０２１）年度

に除却しました。 

⑧関連計画等の策

定状況 

普通財産個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

福井大学附属国際原子力工学研究所個別施設計画【令和２（２０２０）年

度】 

敦賀斎苑個別施設計画【平成３１（２０１９）年度】 

敦賀市公設地方卸売市場個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市農産物直売所個別施設計画【令和２（２０２０）年度】 
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２ インフラ施設の管理に関する基本方針 

（１）道路 

① 保有状況 

・ 市道を４３６，２６６ｍ、２，７５１，５５０㎡、自動車歩行者道２，４１４ｍ、

７，３３３㎡、農道を１１３，１５２ｍ、林道を７０，１８５ｍ保有しています。

また、道路附属物としてトンネル、道路標識、道路照明灯を保有しています。 

 

図表３－４１ 道路の保有状況 

 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 道路ストック総点検等に基づき、順次道路施設の修繕・改修を行います。 

職員によるパトロールにより道路の安全を点検していますが、道路管理延

長が膨大なため全域を点検するには時間を要し、舗装の劣化や穴等、地元区

長等から連絡を受けての事後対応となることがあります。 

②点検・診断等の

実施方針 

職員による日常のパトロール点検に加え、橋梁及びトンネルについては法

定点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

道路（舗装）は、交通量などに応じて更新が必要な範囲が異なる（幹線道

路１０年程度、生活道路２０年程度など）ことから、道路種別や劣化状況を

考慮し適切な更新を実施します。 

④安全確保の実施

方針 

通学路安全プログラム点検結果に基づき、危険個所等の早期解決を図りま

す。 

⑤長寿命化の実施

方針 

点検診断結果などに基づく行動計画（長寿命化計画）を策定し、計画的な

改修等による将来更新費用の平準化や抑制に努めます。 

⑥ユニバーサルデ

ザイン化の方針 

道路の移動等円滑化整備ガイドラインに基づき、道路空間のバリアフリー

化を推進します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

舗装の個別施設計画【平成２９（２０１７）年度】 

トンネル長寿命化修繕計画【令和元（２０１９）年度】 

道路種別 実延⾧（ｍ） 道路面積（㎡） 種別 箇所数 延⾧（ｍ）

市道 436,266 2,751,550 トンネル 4 2,205

　（うち１級） 50,464 556,893 道路標識 113 -

　（うち２級） 28,752 197,466 道路照明灯 355 -

　（うちその他） 357,050 1,997,191

自転車歩行車道 2,414 7,333

農道 113,152 -

林道 70,185 -
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（２）橋梁 

① 保有状況 

・ ３０２本、橋長２，９６４ｍ、面積２０，９９１㎡の橋梁を保有しています。 

図表３－４２ 橋梁の保有状況 

 

 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 橋梁の高齢化（建築から５０年経過）が急速に進むことから、今後増大が

見込まれる修繕・架け替えに要する費用に対し、計画的かつ効率的な維持管

理に移行する必要があります。 

②点検・診断等の

実施方針 

福井県橋梁定期点検マニュアルに基づいた点検を 5 年毎に実施します。橋

梁毎の損傷を把握する簡易な点検と、径間毎や部材毎の損傷を把握する点検

を実施し、健全度を把握します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃

などを実施するとともに、蓄積された点検結果を補修対策の実施や次回点検

の際に継続して活用します。また、橋梁の重要度や健全度から対策優先順位

を決定することで、大規模な補修や架け替えの費用の縮減及び平準化を図り

ます。 

さらに、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・更

新等に係る中長期的な費用の縮減を行い、維持管理の更なる高度化、効率化

を目指し、ドローンや３次元データを活用した施設点検等の効率化、非破壊

検査による点検の高度化、センシング技術等による劣化状態の把握や劣化予

測技術の構築を行います。 

④安全確保の実施

方針 

橋梁の重要度や健全度から対策優先順位を決定し、優先順位の高い重要な

橋梁から予防保全を実施することで、社会的影響の大きい橋梁の致命的な損

傷を防ぎます。 

⑤長寿命化の実施

方針 

予防保全的な修繕等の徹底や、迂回路が存在し集約が可能な橋梁につい

て、令和１０年度までに１橋程度の集約化・撤去を地元と協議しながら検討

し、修繕・架け替えに係る費用の大規模化及び高コスト化を回避します。ま

主体構造 橋梁数（本） 橋⾧（m） 面積（㎡）
RC橋 203 942 6,554
PC橋 80 1,719 13,004
石橋 1 3 3
鋼橋 17 286 1,388
木橋 1 14 42

合計 302 2,964 20,991
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た、令和１０年度までに管理する橋梁のうち約１５橋で、新技術の活用を検

討し、点検・修繕費用を約２００万円縮減することを目指します。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市橋梁長寿命化修繕計画【令和３（２０２１）年度改定】 

 

 

（３）上水道 

① 保有状況 

・ 本市の上水道事業では、１５箇所の浄水場、３４の配水池を有し、管路の延長は５

８９，７２３ｍです。 

・ 管路、浄水場、建物等の水道施設は、昭和５０（１９７５）年以前に建設された施

設が全体の約４０％を占めており、今後老朽化したこれらの施設の更新ピークを迎

えることとなります。 

 

図表３－４３ 上水道の保有状況 

 

 

  

水源 深層地下水、浅層地下水、表流水、伏流水、湧水

施設数 浄水場設置数 15箇所 管路延⾧ 589,723m

配水池設置数 34池

施設能力 65,704㎥/日 施設利用率 43.84%
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② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 昭和５０年以前に建設された施設が全体の４０％を占め、計画的な老朽施

設更新や耐震化に向け事業費の増加が想定されます。一方で、人口減少等に

よる水需要の減少とそれに伴う料金収入の減少も予測されます。 

②点検・診断等の

実施方針 

日常の点検等を計画的に実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

日常点検の実施により修繕費の増加を抑制します。水需要の減少を見据え

た施設の統廃合、ダウンサイジング、管路工事資材の見直し等を行い、更新

費の抑制に努めます。機器設備等の更新の際は、省エネルギーに対応した製

品を採用することで動力費の削減に努めます。 

④安全確保の実施

方針 

基幹管路、重要給水施設管路等を中心に、非耐震施設・非耐震管を順次耐

震性の高い施設・管路に更新するとともに、応急給水拠点の確保のため配水

池に緊急遮断弁を設置します。 

⑤長寿命化の実施

方針 

新しく更新基準年数を設定したアセットマネジメントの結果に基づき、施

設の延命化、投資の平準化を図ります。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

舞崎浄水場をはじめ、各ポンプ場、取水井、配水池を統合・廃止の方向で

検討します。 

浄水場管理における民間の運転監視については、民間業者への委託の導入

に向けた検討を行います。 

広域化は地理的条件を考慮すると難しいため、今後の課題とします。 

安定したサービスを提供するため、令和３年１０月に基本料金と従量料金

単価を約２０％改定しました。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市新水道ビジョン【令和元（２０１９）年度】 

敦賀市水道事業水安全計画【令和元（２０１９）年度】 

敦賀市水道事業経営戦略【令和元（２０１９）年度】 

敦賀市水道事業アセットマネジメント【令和元（２０１９）年度】 

敦賀市水道事業施設耐震化計画【令和元（２０１９）年度】 
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（４）下水道 

① 保有状況 

・ 本市の下水道事業では、公共下水道、漁業集落排水事業、農業集落排水事業を有し

ています。管路の総延長は３９５，６１２ｍとなっており、公共下水道が３５４，

９１５ｍと全体の８９．７％を占めています。 

 

図表３－４４ 下水道の保有状況 

 

 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 本市の下水道施設は、最も古い区域でも供用開始後３７年と比較的新し

く、今後も整備を計画している区域もあります。また、都市下水路（雨水排

水施設）についても施設の維持管理を行っています。 

②点検・診断等の

実施方針 

平成２７（２０１５）年度の改正下水道法に基づき、下水道管きょの点検

の方法及び頻度を定め、施設の点検と劣化診断を実施します。 

天筒浄化センターと松島ポンプ場は、包括的民間委託の受託者による日々

の点検整備などを実施します。 

処理区域

終末処理場設置数 1箇所

雨水ポンプ場設置数 1箇所

汚水中継ポンプ場設置数 18箇所

処理施設能力 施設利用率 69.14%

処理区域

処理場設置数 3箇所

汚水中継ポンプ場設置数 6箇所

処理施設能力 施設利用率 29.10%

※各数値は３つの処理区の合計値

処理区域

処理場設置数 6箇所

汚水中継ポンプ場設置数 34箇所

処理施設能力 施設利用率 53.80%

※各数値は６つの処理区の合計値

1,264.0㎥/日（日最大）

施設数 管路延⾧ 2,887m

271.5㎥/日（日平均）

農業集落排水（⾧谷、山、疋田、東浦南部、樫曲、東浦北部）

施設数 管路延⾧ 37,810m

漁業集落排水（白木、浦底、立石）

公共下水道

施設数 管路延⾧ 354,915m

37,575㎥/日（日最大）
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③維持管理・更新

等の実施方針 

令和７年度に下水道施設の整備の概成（汚水処理人口普及率９５％以上）

を目指し、令和２年度に策定した下水道ストックマネジメント計画に基づき

既存下水道施設の維持管理及び改築を実施していきます。 

今後１０年程度は下水道未普及地区の解消と、松島ポンプ場の改築が中心

となりますが、その後は天筒浄化センター等の更新費用が増大することが予

想されるため、更新費用の平準化やライフサイクルコストの低減を図りま

す。 

④安全確保の実施

方針 

平成９（１９９７）年度以前に整備した管きょは、調査を行い劣化状況に

応じた改修方法等を検討し、必要に応じて更新を行います。 

天筒浄化センターと松島ポンプ場は耐震性能が低いことから、施設の改築

工事に併せて耐震補強を検討します。 

⑤長寿命化の実施

方針 

公共下水道では、令和２（２０２０）年度に策定した下水道ストックマネ

ジメント計画に基づき、施設の計画的な改築を実施し長寿命化を図ります。 

また集落排水施設は、農業集落排水施設最適整備構想及び漁業集落排水施

設機能保全計画に基づき、施設の計画的な改築を実施していきます。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

下水道事業は平成３０（２０１８）年度に公営企業会計へ移行しました

が、将来は下水道施設の老朽化による更新費用の増大や人口減少による使用

料収入の減少等により、経営が厳しくなることが予想されます。このことか

ら令和元年度に経営検討委員会において下水道使用料の値上げが提言され、

令和３年１０月から約２０％の値上げを実施しました。 

また、国の方針に基づき、県内全市町が参加し県主導による「福井県汚水

処理広域化・共同化計画」を令和４年度までに策定する予定です。本市にお

いては、令和３年度に長谷地区農業集落排水処理区を公共下水道へ統合し、

汚水処理施設の共同化を実施します。 

天筒浄化センターと松島ポンプ場については、定期的に下水道事業計画の

見直しを行い施設規模を適正に保ちます。維持管理においては包括的民間委

託を導入しており、継続的に維持管理費用の低減を図るとともに、下水道ス

トックマネジメント計画に基づき計画的な改築を実施することで費用の平準

化を図っていきます。 

⑧関連計画等の策

定状況 

敦賀市ストックマネジメント計画【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市農業集落排水施設最適整備構想【令和２（２０２０）年度】 

敦賀市漁業集落排水施設機能保全計画【令和２（２０２０）年度】 

 

 

  



95 
 

（５）公園 

① 保有状況 

図表３－４５ 公園の保有状況 

 
 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 都市公園条例に基づく住民一人当たりの都市公園の面積（２０㎡／人）は

確保されているものの、地域によって過不足があるなど、配置状況には偏り

がみられます。 

②点検・診断等の

実施方針 

遊具については、毎年定期点検を実施します。遊具以外の構造物などは、

５年に１度の法定点検を実施します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

遊具の更新や長寿命化改修に向けた優先度を検討し、修繕や更新を実施し

ます。 

④安全確保の実施

方針 

公園施設長寿命化計画に基づく優先度に応じた修繕や更新を実施します。 

⑤長寿命化の実施

方針 

公園施設長寿命化計画に基づく遊具の更新などを実施することで、将来更

新費の平準化や抑制を図ります。 

⑦統合や廃止の推

進方針 

人口動態や年齢構成に伴うニーズ変化を見据え、地域の実情を踏まえて必

要に応じて統廃合を検討します。 

都市公園以外の公園（児童遊園、開発緑地など）は、地域住民のニーズに

沿った利用ができるよう、必要に応じて地域への維持管理の移管を検討しま

す。 

⑧関連計画等の策

定状況 

公園施設長寿命化計画【平成２６（２０１４）年度】 

第二次緑の基本計画【令和３（２０２１）年度策定予定】 

 

類型 箇所数 面積

31箇所 6.62ha

3箇所 8.20ha

2箇所 96.20ha

1箇所 32.70ha

1箇所 0.98ha

2箇所 0.17ha

9箇所 0.44ha

87箇所 3.57ha

17箇所 3.88ha

14箇所 3.27ha

児童遊園

開発行為による緑地

公園予定地

その他公園（ポケットパーク、調整池等）

その他公園

種別

都市公園

街区公園

近隣公園

総合公園

運動公園

都市緑地

広場公園
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（６）漁港 

① 保有状況 

図表３－４６ 漁港の保有状況 

 

 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 ３つの漁港とも指定後から、適宜施設の整備を実施してきました。 

老朽化の著しい施設があるなかで、近年の異常気象（台風・波浪等）に耐

えうる施設の改善が必要です。また、既存施設の長寿命化を図る機能保全計

画に基づき、整備に係るコストの縮減と平準化を目指します。 

②点検・診断等の

実施方針 

機能保全計画策定の際に各漁港施設の劣化度合いの点検を実施しました。

また、異常気象（台風・波浪等）の際にはパトロールにより施設の点検を行

っています。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

地元漁家組合により日常的な点検管理を行っています。その連絡等によっ

て市が修繕を実施しています。 

④安全確保の実施

方針 

機能保全計画に基づき、既存漁港施設の安全対策を図ります。 

⑤長寿命化の実施

方針 

機能保全計画に基づき、施設改修に係る費用の平準化を図り施設の長寿命

化に取り組みます。 

⑧関連計画等の策

定状況 

水産物供給基盤機能保全計画【平成２８（２０１６）年度（浦底漁港）】 

【令和３（２０２１）年度（白木漁港、立石漁港）】 

漁港施設機能強化計画【平成２９（２０１７）年度】 

 

  

名称 漁港指定年度 防波堤 消波堤 離岸堤 護岸 岸壁 桟橋 物揚場 船着場 航路標識

浦底漁港 昭和27年度 133m 172m 1,567m 530m 97m 95m 1基

立石漁港 昭和30年度 281m 50m 231m 30m 100m 130m 3基

白木漁港 昭和29年度 305m 149m 64m 80m 80m 3基

719m 172m 1,617m 380m 94m 530m 277m 305m 7基
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（７）河川 

① 保有状況 

図表３－４７ 河川の保有状況 

 

 

② 現状と課題及び管理に関する基本的な方針 

項目 基本的な方針 

①現状及び課題 建設年数が経過した河川では、一部、護岸ブロックに目地の開きやコンク

リートの欠損箇所が発見される河川もありますが施設本体に変状等は見受け

られません。今後も経過観察を行い、大規模修繕となる前に計画的かつ効率

的な修繕又は補修等の維持管理を行う必要があります。 

②点検・診断等の

実施方針 

河川巡視の際に、護岸ブロック等の劣化状態を確認します。 

③維持管理・更新

等の実施方針 

出水等による土砂堆積により流下断面が阻害されないよう計画的に河川の

浚渫等を実施するとともに、護岸ブロック等の構造物についても劣化状況に

応じて、計画的かつ効率的な修繕又は補修を行います。 

 

  

種別 箇所数 管理延⾧ 流域面積

準用河川 23本 42.23km －

普通河川 120本 81.43km 9,942ha

143本 123.66km 9,942ha
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第４章 個別施設の方向性（アクションプラン） 

１ 個別施設の方向性検討の考え方 

・ 更新時期を迎えつつある公共施設の方向性を定めることは、将来更新費の圧縮とい

う本計画の目標達成に大きな影響を及ぼすことから、建物の老朽化、利用状況や維

持管理にかかるコスト等のデータに基づき、利用者等のご意見も伺いながら慎重に

進めていくことになります。 

・ 公共施設は機能（ソフト）と建物（ハード）で成り立っており、重要なのは機能で

あることから、まずは「機能」の方向性について検討することとします。 

・ 機能の方向性を定めた上で、総量縮減という本計画の取組方針や将来的なサービス

需要も踏まえながら、おおむね以下の方針で「建物」の方向性を検討していくこと

とします。 

 

図表４－１ 本市の個別施設方向性の検討イメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【建物方向性】 
・ 「⾧寿命化」 改修を行い対応年数を超えて使用する 
・ 「現状維持」 当面現状のまま維持管理を行う 
・ 「建替」 現在の建物を建て替える 
・ 「複合集約」 他施設の異なる機能を取り込む 
・ 「転用」 建物を他用途に使う 
・ 「譲渡」 建物を譲渡する 
・ 「除却」 建物を解体する 
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２ 個別施設の方向性（アクションプラン） 

・ 本市では令和２（２０２０）年度までに、各個別施設について現状の課題や施設の

状態を踏まえ、令和３（２０２１）年度から１０年間の機能及び建物についての方

向性を述べる個別施設計画を各所管部局において策定しました。  

・ ここでは、個別施設計画で打ち出した方向性を施設類型ごとに掲載します。 

・ 個別施設計画の内容をそのまま掲載していますが、一部の施設については個別施設

計画策定後の進捗に合わせて修正しています。 

・ 検討段階「決定」は方向性を決定した施設、「検討中」は記載の方向性を軸に今後検

討していく施設を表しています。 

 

 

（１）行政系施設 

 
 

 

  

現施設

現状維持

除却

2029 検討段階

敦賀市防災センター 存続 決定

2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

文化振興課分室 移転 検討中

現状維持
劣化診断

改修

旧咸新小へ移転 除却
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（２）学校教育系施設 

 

  

現施設

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

除却又は転用

除却又は転用

転用

転用

転用

除却又は転用

除却

除却敦賀市学校給食センター
移転

（場所未定）
検討中

旧葉原小学校 移転 検討中

ハートフル・スクール 移転 検討中

常宮小学校 廃止 検討中

西浦小中学校 廃止 検討中

旧赤崎小学校 統合 検討中

旧咸新小学校 統合 検討中

角鹿小中学校 存続 決定

旧敦賀北小学校 統合 検討中

粟野中学校 存続 決定

気比中学校 存続 決定

東浦小中学校 存続 決定

松陵中学校 存続 決定

粟野南小学校 存続 決定

中央小学校 存続 決定

粟野小学校 存続 決定

黒河小学校 存続 決定

沓見小学校 存続 決定

中郷小学校 存続 決定

敦賀南小学校 存続 決定

松原小学校 存続 決定

敦賀西小学校 存続 決定

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

設備更新

並行して新給食センター検討・建設
除却

休廃校施設等への移転を検討

除却又は転用 を検討

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持 劣化診断結果により改修

現状維持（サブアリーナ等整備）

現状維持 劣化診断結果により改修

民具保管機能を

旧咸新小へ移転
除却又は転用 を検討

除却又は転用 を検討

文化振興課分室機能を移転

転用を検討

転用を検討
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（３）子育て支援施設 

【幼稚園・保育園】 

 

  

現施設

集約化等

集約化等

現状維持

除却

除却

現状維持

除却

活用検討

現状維持

建替等

建替等

除却

除却

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

敦賀北幼稚園 統合 検討中

松陵幼稚園 統合 検討中

気比保育園 存続 決定

つるが保育園 統合 検討中

三島保育園 統合 検討中

沓見保育園 存続 決定

櫛川保育園 統合 検討中

東浦保育園 廃止 検討中

東郷保育園 存続 決定

中郷保育園 統合 検討中

中郷西保育園 統合 検討中

粟野保育園 統合 検討中

櫛林保育園 統合 検討中

黒河保育園 存続 決定

集約化 他施設への機能移転 等を検討

集約化 他施設への機能移転 等を検討

現状維持 状況により改修

三島保育園との統廃合を検討

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

活用検討

現状維持 状況により改修

つるが保育園との統廃合を

検討
現状維持 状況により改修

新施設へ
近隣教育・保育施設との

統廃合を検討

中郷西保育園との統廃

合を検討
現状維持 状況により改修

中郷保育園との統廃合

を検討
現状維持 状況により改修

新施設へ櫛林保育園との統廃合を検討

新施設へ粟野保育園との統廃合を検討

廃

止



102 
 

【児童クラブ、幼児・児童施設】 

 

現施設

除却又は転用
（旧敦賀北小学校）

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

北児童クラブ（旧敦賀北小学校） 統合・移転 決定

南児童クラブ（子育て総合支援センター） 存続 決定

第2南児童クラブ（敦賀南小学校） 存続 決定

西児童クラブ（敦賀西小学校） 存続 決定

沓見児童クラブ 存続 決定

咸新児童クラブ（東郷保育園） 統合 決定

第2咸新児童クラブ（東郷公民館） 統合 決定

中郷児童クラブ（中郷保育園） 存続 検討中

第2中郷児童クラブ（中郷体育館） 存続 決定

中央児童クラブ(中央小学校敷地内) 存続 決定

粟野児童クラブ（粟野保育園） 存続 検討中

第2粟野児童クラブ（粟野小学校） 存続 決定

黒河児童クラブ（御名コミュニティーセンター） 存続 決定

第3粟野児童クラブ（萩野町公民館） 存続 決定

松原児童クラブ 存続 決定

第2粟野南児童クラブ 存続 決定

子育て総合支援センター 存続 決定

敦賀児童館 存続 検討中

児童文化センター 存続 決定

児童センター 存続 決定

粟野子育て支援センター 存続 決定

松原児童館 存続 決定

病児・病後児保育施設 存続 決定

アクアトム（キッズパークつるが） 存続 決定

子ども発達支援センター 存続 決定現状維持 状況により改修

現状維持

現状維持（主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持

現状維持

角鹿児童クラブへ移転統合

現状維持（主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持（主の施設の方向性に合わせ検討）

統

合

統

合

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）

現状維持 （主の施設の方向性に合わせ検討）



103 
 

（４）市民文化系施設 

 
 

 

 

（５）社会教育系施設 

 

  

現施設

現状維持

現状維持

除却

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

改修

現状維持

譲渡

現状維持

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

北公民館 存続 決定

南公民館 存続 決定

西公民館
移転

（場所未定）
検討中

松原公民館 存続 決定

東浦公民館 存続 決定

東郷コミュニティセンター 存続 決定

中郷公民館 存続 決定

愛発公民館（旧愛発小中学校） 存続 決定

粟野公民館 存続 決定

プラザ萬象 存続 決定

生涯学習センター 存続 決定

きらめきみなと館 存続 決定

敦賀市男女共同参画センター 存続 決定

敦賀市黒河農村ふれあい会館 譲渡 検討中

少年自然の家 存続 検討中

敦賀市民文化センター 存続 決定現状維持

利用が向上するような方策・施設形態を検討

現状維持

改修検討・実施

現状維持

現状維持

建替えて複合化 又は 規模を縮小した建替え を検討

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持

改修検討・実施 現状維持

現施設

現状維持

現状維持

改修

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

敦賀市立博物館 存続 決定

みなとつるが山車会館 存続 決定

図書館 存続 決定

現状維持

現状維持 状況により改修

改修検討・実施 現状維持
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（６）スポーツ・レクリエーション系施設 

 

  

現施設

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

集約化

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

旧国鉄敦賀港驛驛舎 存続 決定

赤レンガ倉庫 存続 決定

敦賀駅交流施設 存続 決定

敦賀きらめき温泉リラ・ポート 存続 決定

中池見人と自然のふれあいの里 存続 決定

森林総合利用施設 存続 決定

市営野球場 存続 検討中

花城テニスコート 存続 決定

花城プール 存続 決定

愛発プール 存続 決定

市立体育館 存続 決定

東浦体育館 存続 決定

中郷体育館 存続 決定

粟野スポーツセンター 存続 決定

金山体育館 存続 決定

きらめきスタジアム 存続 決定

武道館 存続 決定

総合運動公園陸上競技場 存続 決定

総合運動公園野球場 存続 決定

敦賀市総合運動公園体育館 存続 決定

敦賀市総合運動公園テニスコート 存続 決定

敦賀市総合運動公園ゲートボール場 存続 決定

敦賀市総合運動公園弓道場 存続 決定

総合運動公園プール 存続 決定

グラウンド・ゴルフ場 存続 決定

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持

現状維持・他施設への機能移転に向け検討

現状維持

現状維持

現状維持・他施設への機能移転に向け検討

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持 状況により改修

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持・今後の方向性を地元と協議

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持・運動公園野球場への集約（機能移転）検討

現状維持
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（７）産業系施設 

 
 

 

（８）保健・福祉施設 

 

 

 

（９）公営住宅 

 

 

 

現施設

転用

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

上屋 廃止 検討中

敦賀港コンテナ上屋 存続 決定現状維持 状況により改修

利活用検討後、機能廃止
現状維持・

利活用検討

現施設

現状維持

現状維持

改修・譲渡

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

健康センター 存続 決定

敦賀市福祉総合センター 存続 決定

市立やまびこ園 存続・譲渡 検討中

三島会館 存続 決定

現状維持

長寿命化のための大規模改修 改修後の譲渡も検討中

現状維持

現状維持 状況により改修

現施設

将来除却

将来除却

改修

改修

改修

改修

改修

改修

改修

改修
一部将来除却

改修

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

検討中

角鹿団地 将来廃止 検討中

曙団地 将来廃止

清水団地 存続 決定

新津内団地 存続 決定

東洋団地 存続 決定

松栄団地 存続 決定

開団地 存続 決定

三島団地 存続 決定

三楽園団地 存続 決定

桜ケ丘団地
存続

一部将来廃止
決定

和久野団地 存続 決定

現状維持 全室空き家となった場合除却

現状維持 全室空き家となった場合除却

改修

改修

改修

改修

改修

改修

改修

改修 一部除却

改修
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（１０）医療施設・市民病院 

 
 

 

（１１）供給処理施設 

 

 

 

（１２）その他施設 

 

  

現施設

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

休日急患センター 存続 決定

国民健康保険東浦診療所 存続 決定

 国民健康保険疋田診療所葉原出張所 存続 決定

 国民健康保険疋田診療所杉箸出張所 存続 決定

国民健康保険疋田診療所 存続 決定

市立敦賀病院 存続 検討中

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持 状況により改修

現状維持 並行して建替等も含めた新病院の検討

現施設

改修

将来除却

将来除却

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

衛生処理場 存続 決定

旧櫛川最終処分場 廃止 決定

赤崎最終処分場 移転 決定

長寿命化 延命化事業終了後の2023年以降20年間継続

水処理施設停止後、施設除却

埋立物

受入れ
埋立終了

施設除却に向けた水処理継続

現施設

将来除却

現状維持

除却

除却

将来除却

改修

現状維持

現状維持

金ケ崎団地 廃止 決定

敦賀斎苑 存続 決定

敦賀市公設地方卸売市場 存続 決定

敦賀市農産物直売所 存続 決定

元粟野公民館 廃止 決定

旧松原児童クラブ・児童館 廃止 決定

福井大学附属国際原子力工学研究所 存続 決定

旧と畜場 廃止 決定

2029 検討段階2023 2025 2027施設名称 方向性 2021

現状維持

現状維持

現状維持

物品整理後 除却

改修 現状維持

除却

除却

現状維持
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